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ノレ

ブ

法

ア

l
i
名
誉
法
の
一
問
題
点

1
1
1

菅

太

郎

芳

ノレプ日ア法一名誉法のー問題点ー

私
は
、
議
学
上
、
名
誉
法
形
成
の
経
験
的
連
続
的
な
様
子
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
誠
意
訴
訟
の

起
源
に
関
す
る
外
人
法
説
よ
り
も
「
法
発
展
の
た
め
の
中
心
的
地
位
を
占
め
て
い
た
の
は
内
人
掛
法
務
官
の
方
で
あ
る
」
と
い
う
最
近
の

見
方
に
従
う
の
が
都
合
が
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
た
め
に
は
、
金
石
文
史
料
(
百
汚
巳
宮
芯
ロ
)

た
る
ル
ブ
リ
ア
法
ハ
一
)
を
最
強
の
論
拠

と
す
る
通
説
(
ニ
)
に
対
し
て
、
新
説
が
何
よ
り
も
ま
ず
こ
の
ル
ブ
リ
ア
法
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
直
す
か
(
三
)
を
整
理
し
て
お
か
ね

(
3
)
 

ば
な
ら
な
い
。

1)459 

ル
ブ
リ
ア
法
の
第
二

O
章
は
、
)
南
ガ
リ
ア
の
新
市
民
の
た
め
に
、
未
発
生
損
害
に
つ
き
担
保
問
答
契
約
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
こ
の
締

結
を
擬
制
し
た
訴
訟
(
白
色
。
p
t
n
F
出
)
‘
を
付
与
し
て
い
る
。
同
法
の
問
題
点
の
第
一
は
、
こ
の
問
答
契
約
擬
制
訴
訟
の
方
式
の
請
求
表

(5220)
日
「
被
告
某
が
そ
の
問
答
契
約
に
基
い
て
原
告
某
に
誠
意
よ
り
し
勺
や
え
為
す
こ
と
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
は
何
も
の

北法15(3・

刀て



説

た
り
と
も
」

(
A
Z
E
E
L
2
5
P
ピロ

E
5
2
2
3
E
2
2巾
「
∞

2
0
E
Z
F
2
2
。ち

2
5
2
2
E刊
寸
。
口
町
)
に
あ
る
。
一
般
に
問

答
契
約
上
の
請
求
の
た
め
の
方
式
は
厳
正
訴
訟
に
属
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
の
問
答
契
約
訴
権
の
場
合
に
限
っ
て
、
そ
の
方
式
に
は

と
い
う
「
変
則
さ
」
(
問
題
点
A
と
よ
ぶ
)
に
あ
る
。
問
題
点
の

2)460 

論

誠
意
訴
訟
の
特
色
た
る
誠
意
条
項

(
Z
P同巾

Z
E
)
が
存
在
し
て
い
る
、

北法15(3・

第
二
は
、
同
法
が
規
制
す
る
南
ガ
リ
ア
人
は
既
に
ロ
オ
マ
市
民
で
あ
る
の
に
、
擬
制
訴
訟
方
式
の
な
か
で
締
約
を
擬
制
さ
れ
た
「
そ
の
問

答
契
約
」
(
前
記
)
と
し
て
は
、
内
人
掛
法
務
官
の
で
は
な
く
て
外
人
掛
法
務
官
の
告
示
(
外
人
告
示
)
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
υ

即
ち
「
首

都
戸
オ
マ
で
外
人
聞
に
法
を
宣
言
す
る
者
が
そ
の
告
示
に
掲
げ
て
い
る
問
答
契
約
す
由
主
匂
己
主

F
門
吉
田
日
広
告
白
F
m
o
B
B
E
H
2
H
U
R
E

〈

日

)

〈

H
V

巾ぬユロ

2
5∞
母
目
立
百
回
-
寸
。
同
】
円
。
日
U
O
巴

S
B
E
Z円
)
が
借
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
問
題
点
B
と
よ
ぶ
)
で
あ
る
。

ル
ブ
リ
ア
法
の
訴
訟
方
式
で
の
誠
意
条
項
の
附
加
は
、

同

E
W巾
-
3
8
3
N
g
-
H
問
題
点
A
解
決
の
試
み
の
中
か
ら
ピ
ロ
己
何
回
)

A

P

H

の
示
陵
し
た
誠
意
条
項
と
外
人
訴
訟
と
の
関
連

l
l

そ
の
外
人
告
示
か
ら
の
借
用
よ
り
す
れ
ば
、
市
民
間
で
用
い
ら
れ
る
通
例
の
問
答

契
約
訴
訟
の
方
式
を
少
な
く
も
同
法
当
時
に
関
す
る
限
り
使
用
し
え
な
か
っ
た
外
人
に
訴
-
訟
の
道
を
聞
く
た
め
の
も
の
l
ー
を
と
り
あ

げ、

ωこ
の
関
連
の
も
つ
意
味
は
市
民
の
み
を
義
務
づ
け
拘
束
す
る
「
根
拠
」
と
外
人
を
も
含
む
そ
れ
と
の
相
違
に
あ
り
、
一
般
に
訴
訟

方
式
に
お
け
る
誠
意
条
項
の
附
加
の
有
無
は
こ
の
同
根
拠
の
対
立
の
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
同
条
項
は
「
請
求
内
容
を
き
め
る
尺

度
」
た
る
の
み
な
ら
ず
起
源
に
お
い
て
は
「
拘
束
根
拠
」
で
あ
っ
た
。
(
こ
の
推
測
を
確
め
る
事
情
と
し
て
日
の
こ
の
「
拘
束
根
拠
」
の

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
誠
意
条
項
の
附
加
な
き
市
民
法
上
の
請
求
(
単
純
な
告
2
S
E
)
と
同
条
項
附
の
請
求
(
。
目
U
2
Z
B
R
b母

上
の
市
民
法
と
慣
習
法
上
の
市
民
法
と
の
相
違
が
対
応
し
て
い
る
。
山
誠
意
訴
訟

で
あ
っ
て
こ
そ
、
誠
意
訴
訟
の
外
人
へ
の
適
用
可
能
性
が
、
さ
ら
に

相
違
、
Z
E
H
誠
意
訴
訟
)

と
の
相
違
に
は
、
法
律
?
と

の
「
拘
束
根
拠
」
が
法
律
で
は
な
い
社
会
規
範
即
ち
信
義

(HE2)



そ
の
起
源
に
お
け
る
外
人
訴
訟
の
決
定
的
影
響
が
明
ら
か
に
な
る
。
)
ゆ
え
に
ブ
ル
リ
ア
法
が
借
用
し
た
外
人
告
示
の
場
で
考
え
る
な
ら
、

問
答
契
約
訴
権
が
「
変
則
」
的
に
誠
意
訴
訟
と
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
誠
意
条
項
が
外
人
に
も
共
通
な
「
拘
束
根
拠
」
と
し
て
言
及
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ω問
題
点
A
解
決
へ
の
過
程
で
見
出
さ
れ
た
右
の
拘
束
根
拠
論
に
お
け
る
信
義
は
、
誠
意
条
項
を
外
人
訴
訟
に
関

係
づ
け
る
こ
と
を
前
提
す
る
い
わ
ば
外
人
法
的
信
義
だ
か
ら
、
外
人
が
問
題
に
な
ら
な
い
ル
ブ
リ
ア
法
の
場
合
に
は
さ
ら
に
次
の
考
察
を

加
え
ね
ば
解
決
に
な
ら
な
い
。
即
ち
、
外
人
告
示
の
問
答
契
約
の
方
式
は
当
然
「
誓
約
」
(
唱
。
ロ
包
。
)
で
は
な
く
て
「
信
約
」
(
白
色
岳

B
巳
塁
。
)

で
あ
り
、
こ
の
拘
束
根
拠
に
は
他
の
誠
意
訴
訟
に
お
け
る
と
同
様
信
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
訴
訟
方
式
は
市
民
間
の
場

合
に
も
誠
意
条
項
附
で
あ
っ
た
。

ル
ブ
リ
ア
法
の
場
合
が
ま
さ
に
そ
れ
に
な
る
。

ω誠
意
条
項
の
存
在
す
る
問
答
契
約
訴
訟
は
信
約
に
関

と
に
か
く
、
古
典
時
代
に
は
お
よ
そ
問
答
契
約
上
の
請
求
の
た
め
の
訴
訟
方
式
に
は
誠
意
条
項
は

す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、

存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
に
発
す
る
問
題
点
A
は
ど
う
な
る
の
か
。
全
く
新
し
い
方
式
(
と
い
う
よ
り
は
無
方
式
日
諾
成
契
約
)
の
契
約
類

型
た
る
他
の
誠
意
訴
訟
の
場
合
と
違
っ
て
、
従
前
の
誓
約
と
は
使
用
言
語
を
異
に
す
る
の
み
な
る
信
約
は
、
後
に
は
、
問
答
契
約

と
し
て
一
括
さ
れ
誓
約
と
同
一
の
原
則
の
も
と
に
取
扱
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
か
く
て
、
信
約
の
訴
訟
方
式
の
信
義
条
項
は

(
目
立
七
戸
-
白
片
岡
。
)

ノレプリア法一名誉法のー問題点

問
答
契
約
訴
訟
の
厳
正
訴
訟
性
に
反
す
る
変
則
と
み
な
さ
れ
、

ル
ブ
リ
ア
法
に
以
後
の
時
期
に
削
除
さ
れ
た
。

富
山
関
与
巾

Z
5
3
8品
)
呂
田
明
・
日
一

ω誠
意
条
項
の
あ
る
問
答
契
約
訴
訟
方
式
を
想
定
す
る
右
の
考
方
は
問
答
契
約
訴
訟
の
厳
正
訴
訟
性
と
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の
関
係
で
は
い
ず
れ
に
せ
よ
困
難
で
あ
る
〔
問
題
点
A
の
完
全
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
〕
(
法
律
的
市
民
法
上
の
訴
権
を
外
人
に
も
使
用

可
能
な
ら
し
め
る
の
は
市
民
権
の
擬
制
(
の
己
・

hrω
吋
)
で
あ
っ
て
誠
意
条
項
で
は
な
い
か
ら
、
外
人
訴
訟
と
誠
意
条
項
と
の
関
連
は
成
立
し

な
い
)
。

ω他
方
、
ル
ブ
リ
ア
法
の
誠
意
条
項
の
意
味
も
、
こ
れ
を
法
務
官
告
示
所
掲
の
既
存
の
訴
訟
方
式
に
関
係
づ
け
る
こ
と
な
く
、

北法15(3・



論

同
法
の
擬
制
方
式
の
文
脈
内
で
解
釈
し
う
る
。
即
ち
、
そ
の
誠
意
条
項
は
二
人
官
ら
の
未
発
生
損
害
担
保
問
答
契
約
締
結
命
令
に
対
す

る
不
服
従
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

∞g
m
m
E
-
2
8
3
5
ω
a
-
u
ω
誠
意
条
項
あ
る
問
答
契
約
訴
訟
方
式
の
考
え
方
(
ニ

ω
)
は
踏
襲
す
る
が
、
誠
意
訴
訟
の
外
人
法
起

源
を
否
定
す
る
立
場
と
し
て
誠
意
条
項
と
外
人
訴
訟
と
の
起
源
的
関
連
は
否
定
す
る
。

ωし
た
が
っ
て
、
後
に
誠
意
条
項
を
削
除
さ
れ
る

4)462 

説

北法15(3・

に
至
る
訴
訟
方
式
(
ニ

ω)
は
、
外
人
に
も
使
用
可
能
な
信
約
の
も
の
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
誠
意
訴
訟
と
し
て
の
み
訴
訟
可
能
と

な
っ
た
不
確
定
物
問
答
契
約
(
住
吉
-
丘
一
。

E
2
E・
誓
約
で
あ
れ
信
約
で
あ
れ
)
の
訴
訟
方
式
が
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ωこ
れ
を
ル

ブ
リ
ア
法
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
同
法
の
訴
訟
方
式
は
1
1
1
問
答
契
約
の
方
式
の
場
合
と
は
違
っ
て

l
l外
人
告
示
か
ら
の
借
用
で
は
な

く
、
ま
さ
に
市
民
間
の
た
め
の
も
の
、
内
人
告
示
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

F
O
B
E
E
F
(
5
2
)
N
O
ω
g
-
H
ω
ル
ブ
リ
ア
法
の
擬
制
方
式
の
。
ち
2
2
2
の
意
味
(
加
う
る
に
、
外
人
掛
法
務
官
が
問
答
契
約
の
方

式
を
告
示
し
な
が
ら
そ
れ
に
基
く
訴
訟
の
方
式
を
告
示
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
)
か
ら
し
て
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
現
実

的
訴
訟
の
方
式
の
外
人
告
示
に
お
け
る
存
在
を
確
認
し
、
同
法
の
訴
訟
方
式
の
誠
意
条
項
に
関
す
る
考
察
範
囲
を
こ
の
外
人
告
示
の
訴
訟

方
式
に
限
定
す
る
。

ω同
法
が
借
用
す
る
外
人
(
告
示
)
問
答
契
約
の
方
式
は
、
未
発
生
損
害
へ
の
明
示
的
言
及
を
含
む
こ
れ
に
固
有
の
も

の
で
あ
る
(
同
法
の
「
問
答
契
約
す
る
」
(
円
巾
2
q
c
-
2
r
z官。
B
X
8
5
の
表
現
は
「
未
発
生
損
害
に
つ
き
」

(
E
B巳

E
P
E
)
や
「
(
そ

の
限
定
語
を
常
に
伴
っ
て
い
る
か
ら
)
。
こ
の
問
答
契
約
か
ら
生
ず
る
訴
訟
の
方
式
も
ま
た
未
発

の
)
方
式
に
従
っ
て
」
(
日
守
口

EF)

生
損
害
に
固
有
な
訴
訟

(
2
2。
巾
凶
一
回
同
右
己
巳

5
5
E自
己

E
P
2
-
)
で
あ
る
。
例
外
人
問
答
契
約
(
お
よ
び
こ
れ
に
基
く
訴
訟
)
の
目

で
あ
り
、
こ
の
問
答
契
約
方

(
-
5
2
Z
B
)
 

そ
れ
は
「
尺
度
」
で
あ
る
(
も
し
そ
う
で
な
く
て
「
拘
束

不
確
定
物

的
は
、
将
来
発
生
す
る
恐
れ
あ
る
も
予
め
確
定
で
き
ぬ
損
害
に
関
す
る
以
上
、

式
お
よ
び
訴
訟
方
式
中
の
誠
意
条
項
を
こ
の
点
に
関
係
さ
せ
て
解
釈
す
れ
ば
、

根
拠
」
だ
と
す
れ
ば
こ
の
未
発
生
損
害
に
固
有
な
も
の
以
外
の
問
答
契
約
の
方
式
に
も
誠
意
条
項
が
現
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
そ
の
事
実
は
な



い
)
。
刊
か
く
て
ル
ブ
リ
ア
法
の
問
答
契
約
方
式
(
お
よ
び
訴
訟
方
式
)
を
外
人
告
示
に
お
け
る
未
発
生
損
害
の
み
に
関
す
る
特
殊
な
も

の
と
限
定
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
問
答
契
約
一
般
と
捉
え
た
場
合
の
無
理
に
陥
ら
ず
、
問
答
契
約
訴
訟
を
誠
志
訴
訟
の

中
に
算
え
て
い
な
い
キ
ケ
ロ

(
P
C町内・
ω
・
戸
吋
口
一
を
克
服
で
き
刊
)
総
じ
て
問
題
点
A
解
決
の
困
難
さ
は
蓬
か
に
減
少
す
る
。

ぎ広田口同凶
2
2
8
S
E
a
-
H
一
川
首
都
在
住
の
外
人
が
外
人
告
示
所
掲
の
問
答
契
約
を
現
実
に
な
し
た
場
合
の
こ
れ
に
対
す
る
訴
訟
方

式
〔

F
O
B
E
E
-
ω
参
照
〕
の
請
求
表
示
は
ル
ブ
リ
ア
法
の
方
式
か
ら
一
応
推
定
す
れ
ば
二
吉
正
心
巳

L
2
2
2
q己
主

-
c
s
Z
5
Z
E

〉。
k
F
O
E
S
P
2
5

。3
5
:と
5
r
o
E
吋
あ
る
。

ω
差
当
り
信
義
条
項
を
度
外
視
し
て
、
こ
の
推
定
さ
れ
た
方
式
を
眺
め
れ
ば
、

こ
れ
は
内
人
告
示
の
問
答
契
約
不
確
定
訴
権
の
方
式

H
A
E仏
〉

5
〉

E
H
R
2
E
B
E宮
-
2
5
2
f
A
C
E
S
E門
-
c
r
S
E
R
g
e

E
R
E
2
2
0ち
2
2
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
外
人
告
示
の
訴
訟
方
式
(
前
記

ω
)
の
文
言
を
こ
の
よ
う
に
確
定
す
る
こ
と
は
、
未
発
生
損
害
担

保
問
答
契
約

l
i外
人
告
示
に
お
け
る
こ
の
方
式
は
、
使
用
言
語
の
相
異
を
除
け
ば
内
人
告
示
の
そ
れ
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
ー
ー

の
目
的
が
不
確
定
物
な
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。

ωル
ブ
リ
ア
法
の
擬
制
方
式
の
誠
意
条
項
は
結
局
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
O

F
O
B
E
E
F
〔
の
ゆ
〕
の
よ
う
に
同
条
項
は
外
人
用
の
未
発
生
損
害
担
保
問
答
契
約
と
そ
の
訴
訟
方
式
〔
に
既
に
存
在
し
、
か
っ
そ
こ
〕

ノレブリア法一名誉法のー問題点

に
の
み
存
在
し
た
と
考
え
る
よ
り
も
分
り
易
い
の
は
、
審
判
人
は
擬
制
方
式
の
誠
意
条
項
に
よ
っ
て
、
未
発
生
損
害
担
保
問
答
契
約
の
方

式
中
の
悪
意
条
町
一
ヒ
一
小
さ
れ
る
よ
う
な
悪
意
(
主
豆
を
顧
慮
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
切
つ
ま
り
同
法
の

誠
意
条
項
の
出
現
は
外
人
の
関
与
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
未
発
生
損
害
担
保
問
答
契
約
の
特
殊
な
内
容
(
悪
意
条
項
)
に
よ
る
。

ωこ
の

点
か
ら
も
誠
意
条
項
と
外
人
訴
訟
と
の
関
連
は
否
定
さ
れ
る
が
(
誠
意
条
項
は
っ
尺
度
し
で
あ
っ
て
「
拘
束
根
拠
」
で
は
な
い
て
同
じ
く

こ
れ
を
強
く
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
外
人
問
答
契
約
た
る
信
約
は
外
人
に
も
共
通
な
拘
束
根
拠
と
し
て
の
誠
意
条
項
の
必
要
な
く
擬
制

に
よ
り
法
律
的
市
民
法
上
の
請
求
と
し
て
訴
訟
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
あ
匂
デ
向
誕
生
田
百

ω〕
)
。
同
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
誠
意
条
項

は
お
よ
そ
問
答
契
約
訴
訟
に
属
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
問
題
点
A
は
完
全
に
解
決
さ
れ
る
。
例
問
題
点
B
に
つ
い
て
は
、

5)463 北法15(3・



説

南
ガ
リ
ア
住
民
へ
の
市
民
権
付
与
以
前
に
首
都
で
か
れ
ら
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
手
続
が
市
民
権
付
与
後
も
踏
襲
さ
れ
た
と
考
え
る
の

が
簡
単
で
あ
る
。

論

(

1

)

い
わ
ゆ
る
第
二
期
の
当
初
に
ロ
オ
マ
私
法
の
発
展
を
担
っ
た
新
し
い
法
〈
主
と
し
て
誠
意
訴
訟

r
q口
自
岡
山
内
笠
宮
内
出
円
宮
)
の
特
徴
が
形
式
主
義
(
片
岡
・

国
家
七

O
巻
六
号
一

O
二
〉
か
ら
の
自
由
に
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
法
が
形
成
さ
れ
た
場
所
は
一
般
に
、
形
式
主
義
に
無
縁
な
外
人
と
の
取
引
、
そ
の
参

加
す
る
訴
訟
、
こ
の
訴
訟
を
そ
の
命
令
権
に
基
き
積
極
的
に
可
能
な
ら
し
め
た
外
人
掛
法
務
官
(
育
児

g
H
宮
河
田
ユ
ロ
ロ
ω)
に
求
め
ら
れ
て
い
る
(
巾
・
四
・
聞
ハ
ロ
ロ
}
自
}

何
回
同
の
・
註
幻
参
照
)
。
要
す
る
に
従
前
の
市
民
法

(
M
g
i
i
ε

に
対
す
る
新
し
い
法
の
実
体
は
、
そ
の
形
成
さ
れ
方
に
よ
れ
ば
名
誉
法
(
呂
田

F
O
ロ
ミ
-

R
E
S
)
で
あ
り
、
人
的
適
用
範
囲
に
よ
れ
ば
万
民
法

(
H
5
m
g門
戸
ロ
ヨ
)
で
あ
る

(Fm-
民
g
g
]
何回
V
H
N
S
F
S
o
概
説
書
の
叙
述
体
裁
に
つ
い
て
こ

れ
を
み
る
と
、
万
民
法
の
叙
述
が
同
時
に
名
誉
法
形
成
自
体
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
(
例
え
ば
原
因
「
ロ
1
7
法
」
六
以
下
、
船
田
「
ロ

ー
マ
法
入
門
」
(
昭
二
八
〉
一
六
以
下
参
照
)
。
し
か
し
、
第
二
期
の
当
初
に
お
け
る
万
民
法
と
名
誉
法
と
の
実
体
の
同
一
と
い
う
こ
の
単
純
な
状
態
は
、

当
初
の
新
し
い
法
(
誠
意
訴
訟
〉
が
そ
の
後
引
き
続
き
産
出
さ
れ
た
さ
ら
に
新
し
い
名
誉
法
の
層
(
主
と
し
て
事
実
訴
権

R
E
D
ロ
2
5
P
2
z
g
)
と
の

関
係
に
お
い
て
は
む
し
ろ
市
民
法
に
属
す
る
も
の
と
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
(
い
わ
ゆ
る
市
民
法
へ
の
継
受
日
後
出
註

η
〉
、
複
雑
に
な
る
。
こ
の

段
階
に
お
け
る
法
の
分
類
は
、
市
民
法
|
万
民
法
、
市
民
法

l
名
誉
法
と
い
う
二
組
の
整
理
基
準
を
同
時
に
用
い
る
な
ら
ば
四
通
り
の
組
合
せ
を
生
ず
る

こ
と
に
な
る
(
原
田
・
一
二
、
船
田
(
入
門
)
二

O
)。
こ
の
複
雑
な
説
明
は
、
ロ
オ
マ
法
史
を
全
体
的
に
説
明
す
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
万
民
法
・
名
誉

法
の
両
方
を
い
ず
れ
に
も
偏
ら
ず
に
説
明
し
て
い
こ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
法
史
学
講
義
が
ロ
オ
マ
法
の
材
料
の
中
か

ら
取
出
す
も
の
を
英
法
に
お
け
る
よ
う
な
経
験
的
な
法
形
成
、
即
ち
市
民
法
に
対
す
る
名
誉
法
の
関
係
に
特
定
し
た
場
合
|
|
ロ
オ
マ
法
が
提
供
し
う
る

材
料
は
勿
論
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
に
例
え
ば
普
遍
主
義
的
法
思
想
の
形
成
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
本
稿
で
比
重
を
軽
め
る
万
民
法
が
逆
に
重
要
な

対
象
と
な
る
こ
と
類
書
の
叙
述
に
見
ら
れ
る
通
り
ー
ー
に
は
、
説
明
概
念
と
し
て
の
万
民
法
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
前
記
の
複
雑
な
説
明
は
無
く
て
済
ま
す

こ
と
が
で
き
る
と
一
応
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
撰
択
的
取
扱
を
す
る
場
合
に
も
、
法
発
展
の
実
態
が
既
述
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
議
学
の
実
際
は
や
は
り
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
学
説
の
中
に
は
、
名
誉
法
の
発
生
は
外
人
掛
法
務
官
の
裁
判
慣
行
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
、
い
ず
れ
に
ぜ
よ
外
人
の
参
加
す
る
訴
訟
の
み
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
見
方
が
あ
る
(
次
註
)
。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
名
誉
法

の
経
験
的
連
続
的
形
成
は
一
一
層
は
っ
き
り
す
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
議
学
上
既
述
の
困
難
に
煩
わ
さ
れ
な
い
で
す
む
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ハ
Z
V
司
同
宮
崎

ω
Z
5
a
F
Z
ω
N
∞
。
(
呂
町
ω)
印

8
・
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O
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同
(
白
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司
σ
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目
】
O
H
円
R
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同
(
F
L
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)
ゲ

(
D
E
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仏
(
ロ
ヨ
)
同
(
白
岡
山
門
)
・
:
旬
。
(
7
5
)

同
(
己
門
目
。
同
)
ρ
-
r
n
E
E
s
r
ω
巴
0
・
m
巳
虫
仏
2
5
5
口
三
円
(
巳
)
口
口
三
円
(
E
)
℃
岡
山
内
向
(
月
E
)
2
富
三
5
8
田
町
w
』
ロ
O
内
山
2
5
5
H
H
i
ニ
ロ
同
三
円
℃
吋
田
氏
。
円
円
(
己
目
)

2
2
z
m
ぬ
岡
山
戸
F
F
R
H
Z
H
仏
立
(
町
一
回
一
)
〈
何
回
口
(
戸
E
B
)
巾
印
F
L
2
3
2
ュF
ρ
-
E
口
E
5
2
ロ
O
B
5
0
A
(
己
凶
)
仏
主
H
(
&
白
(
m
-
宮
町
)
F
-
F
T
U
含
ヨ
ロ
2

5
r
n
R
F
E
t
m
含
-
B
ロ
o
-
E
F
ロ
(
C
口
《
山
内
B
口
町
民
G
)
一
切
(
ι
=
(
O
ロ
)
日
)
(
句
作
時
)
印
(
g
o
-
i
g
)
・
3
(

∞E
g
F
由
、
吋
山
間
口
μ
〉
戸
見
回
)

何
に
つ
い
て
で
あ
れ
南
ガ
リ
ア
で
各
人
が
、
誰
か
か
ら
、
未
発
生
損
害
に
つ
き
方
式
に
従
っ
て
要
約
し
よ
う
と
し
、
ま
た
は
担
保
受
領
し
よ
う
と
し
、

当
該
地
で
法
を
宣
言
す
る
〔
裁
判
権
〕
者
に
申
請
し
、
こ
れ
が
ジ
カ
ア
ネ
の
た
め
で
は
な
い
旨
を
宣
誓
す
る
な
ら
日
そ
の
と
き
は
、
そ
の
件
を
受
理
す
る

〔
裁
判
権
〕
者
は
、
法
廷
に
連
行
さ
れ
た
者
が
、
そ
の
件
に
つ
き
方
式
に
従
っ
て
単
純
問
答
契
約
を
諾
約
す
る
よ
う
に
、
そ
し
て
も
し
保
証
人
附
担
保
問

答
契
約
を
諾
約
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
そ
う
す
る
よ
う
に
、
命
令
し
決
定
せ
よ
o

も
し
か
れ
が
そ
の
通
り
単
純
問
答
契
約
を
諾
約
せ
ぬ
か
或
は
保
証
人
附
担

保
問
答
契
約
を
諾
約
せ
ず
、
そ
の
間
に
損
害
が
、
未
発
生
損
害
に
つ
き
単
純
問
答
契
約
ま
た
は
保
証
人
附
担
保
問
答
契
約
を
申
請
し
た
ま
さ
に
そ
の
こ
と

の
た
め
に
(
2
8
5
2
件
。
σ
2
2
H
m
E
g
〈
ゆ
ロ
0
2
5
σ
)
そ
発
生
し
た
な
ら
ば
っ
セ
の
と
き
は
、
政
務
官
ま
た
は
前
政
務
官
た
る
こ
人
官
四
人
官
ま

た
は
代
理
官
の
う
ち
の
誰
で
あ
れ
そ
の
件
を
受
理
す
る
者
は
、
あ
た
か
も
そ
の
件
に
つ
き
申
請
が
あ
っ
て
未
発
生
損
害
に
つ
き
方
式
に
従
っ
て
正
し
く
単

純
問
答
契
約
ま
た
は
保
証
人
附
担
保
問
答
契
約
が
な
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
に
、
法
を
宣
言
し
訴
訟
付
与
し
判
決
命
令
し
強
制
せ
よ
。
こ
の
件
に
つ
き
、
こ

の
よ
う
に
訴
訟
付
与
、
判
決
命
令
、
ま
た
は
判
決
が
な
さ
れ
る
と
き
は
次
の
限
り
で
、
即
ち
、
も
し
未
発
生
損
害
に
つ
き
単
純
問
答
契
約
が
な
さ
れ
な
い

な
ら
以
下
の
言
葉
で
訴
訟
付
与
し
判
決
命
令
す
る
限
り
で
、
法
た
る
べ
く
有
効
た
る
べ
し
日
《
某
が
審
判
人
た
る
べ
し
。
も
し
、
当
該
訴
訟
以
前
に
、

Q

リ
チ
ニ
ウ
ス
が
未
発
生
損
害
に
つ
き
、
当
該
の
件
の
た
め
に
、
ロ
オ
マ
で
外
人
間
に
法
を
宣
言
し
て
い
る
者
〔
外
人
掛
法
務
官
〕
が
告
示
に
掲
げ
て
い
る

問
答
契
約
を

L
・
セ
イ
ユ
ス
に
対
し
て
単
純
問
答
契
約
に
よ
り
諾
約
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
日
そ
の
と
き
は
、

Q
-
リ
チ
ニ
ウ
ス
が
そ
の
問
答
契
約
に
基

い
て

L
・
セ
イ
ユ
ス
に
誠
意
よ
り
し
て
与
え
為
す
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
は
何
も
の
た
り
と
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
:
セ
ス
テ
ル
チ
ウ
ス
の
限
度
内
で
審

判
人
は

Q
・
リ
チ
ニ
ウ
ス
を

L
・
セ
イ
ユ
ス
に
対
し
て
、
も
し
二
人
官
四
人
官
ま
た
は
モ
デ
ナ
の
代
官
が
こ
の
件
に
つ
い
て
ル
ブ
リ
ア
法
律
な
い
し
平
民

会
議
決
に
基
い
て
な
し
た
決
定
に
基
い
て

Q
-
リ
チ
ニ
ウ
ス
が
当
該
の
件
の
た
め
に
未
発
生
損
筈
に
つ
き
単
純
問
答
契
約
を
諾
約
し
よ
う
と
せ
ぬ
な
ら

8) 466 北法15(3・



ノレブリア法ー名誉法のー問題点

ば
、
責
あ
る
も
の
と
判
決
せ
よ
。
も
し
明
ら
か
な
ら
ざ
る
と
き
は
免
訴
せ
よ
。
》
あ
る
い
は
、
も
し
未
発
生
損
害
に
つ
き
保
証
人
附
担
保
問
答
契
約
が
な

さ
れ
な
い
な
ら
ば
次
の
言
葉
で
訴
訟
を
与
え
よ
日
《
:
・
:
〔
前
記
の
方
式
の
足
官
O
B
H
H
Z
B
(単
純
問
答
契
約
日
後
出
註

7
ω
)
を
留
号
含
日
(
保
証
人

附
担
保
問
答
契
約
二
号
，
d

的
〉
に
読
替
え
た
も
の
に
同
じ
。
〕
:
:
:
》
。
(
占
未
発
生
損
害
の
諸
類
型
(
日

R
2
0
(註

Mωω
参
照
〉
の
場
合
も
含
ま
れ
る

H
m
q
g
o
-
-ロ『
B
H
C
H
P
S
F
F
)
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
私
に
は
訳
し
分
け
ら
れ
な
い
。

(

6

)

相
隣
地
関
係
の
一
っ
た
る
未
発
生
損
害
(
念
日
口
EH二
口
問
。
n
Z
E
)
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
問
題
た
る
法
務
官
法
上
の
保
護
(
次
註
)
の
ほ
か
、
法
律
訴

訟
(
}
巾
同
志
白
口
丘

D
含
ヨ
ロ

F
E
r
n
Z
)
に
よ
る
市
民
法
上
の
保
護
も
あ
る
(
た
だ
し
の
F
A
T
臼
に
お
い
て
は
も
は
や
実
用
性
な
し
)
。
こ
れ
を
事
後
救

済
的
罰
金
訴
訟
だ
っ
た
と
す
る
も
の
日
問
自

2
何
回
日
河
口
0
・

K
門5
5・』
E
N
N
O
一
回
D巳
8
5
(
U
2
8
口
lH-
お甲
-w
申
請
式
法
律
訴
訟
(
戸
白
・

-V2(FCLa

wHる

R
E
E
(〈
σ)
目

M
S
E
E
C
Cロ
何
日
)
に
よ
り
一
種
の
原
状
回
復
を
請
求
で
き
た
(
物
的
訴
訟
的
性
質
)
と
す
る
も
の
い
回
5
四四日

E
コ
ロ
・

8
・

Hau

ロ
-
N∞
M
N
N由一

F向
。
誌
に
写
、
ハ
U
D
E
2
r戸己

ω一-o
丘ロ
L
5
門目。一一
0
2
G
E
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2
F
oロ
g
円)
5
2
0
2白
ぬ
(
呂
町
〔
)
)
‘
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AF
ロ
-ep
∞吋

ω・

ハ
7
〉
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
告
示
註
解
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
法
務
官
の
未
発
生
損
害
に
関
す
る
告
示
は
の
次
通
り
h

d
f
-
g
a
-
(ロ・
ω
P
N
W
J
1円》『)九一勺
S
2
2
2
三
h
h
E
B巳

E
『
R
E
E
D
ロ
0
5
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匂
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O
B
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F
ω
一段口

DEEω
仏印口

E
r
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σ
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E
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Z
H
X
ロ
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E
B
E白巾

g
E
g
E
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S
E
F
R
E
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2
吉
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口
O
B
5
m
国間
2
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MGω
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間
戸
pg♂

5
2
5
岳
σヨ
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』
g
B
S戸
ω白口
C間口
F
S
ω
Z
E
R
o
-
m
F
n
c
E
E

HD〈巾
5
5
2
F
仏
D
B
E
a
m
-同
ロ
o
g
o
A己

g
〈
与
ユ

-
g
r
z口
8
c
c口市

g
t
ω
L
R
H
E『叩『
0・仏
σ
2
0司
2
9
』
E
O
L
F口
町
一
口
5
5巾
匂
戸
-
L
K
G
E℃印〈ぬ

E
5

HH2・
5
白ロロ《)印

ι
2
2
H
M
g
c
mハ
HRFHcr目『
0・
2
B
-
E
H
H
S
ロ
C
D
8
5
r
F
E♂

5
匂
Q
m
m
O
M
m
F
O
D
g
M
2
5
5
r
E
E回
口

0
5
5内
三

g
Z白
門
戸
吋
℃
。

ω
z
r
r民・

5
・
町
0
2・
2
5
2
ω
g
g戸
富
。
目
。

i
ι
o
r
F
2
5
2
U
B
司
O目印
E
R目
E
r
$
0・
5
2
5
w
A
E
ロ
2
戸
四
円
臼
〈
R
E
ロ
2

5

5
司
自
括
的
ω
5
5
2
m
m
w
ロ
2
5

日)D田
広
q
m
H出
回

E
R
F
E
L
H口
2
5
《U
F
O
-
三
Sロ
Z
S
匂
S
E
R
F
』
E
Z
E
B
H
U
E
g
z
z
E
g
o
-
)
O
H円
。
百
円
切
己

L
0
2
3
0
H
仏
R
B
E
E
g
o
-
E〈
OW

E
-
5
号

S
H
O
E
ユ&
E
H
o
p
-汁
』
戸
8
5
8
2
F
S
E
E
B
P
5
2
:
:・3
(

法
務
官
は
言
う
日
「
私
は
、
未
発
生
損
害
に
つ
い
て
、
諾
約
者
自
身
に

関
す
る
と
き
は
単
純
問
答
契
約
が
、
他
人
の
た
め
な
る
と
き
は
保
証
人
附
問
答
契
約
が
、
要
約
者
自
身
の
ま
た
は
彼
が
そ
の
者
の
た
め
に
訴
え
て
い
る
と

こ
ろ
の
者
の
締
約
申
請
は
ジ
カ
ア
カ
ネ
の
た
め
に
非
ざ
る
を
宣
誓
す
る
要
約
者
に
対
し
て
、
事
情
審
査
後
私
の
定
め
る
期
間
で
、
諾
約
さ
れ
る
よ
う
命
ず

る
だ
ろ
う
。
諾
約
す
る
担
保
者
が
所
有
者
で
あ
る
か
否
か
に
つ
き
争
あ
る
と
き
は
、
保
証
人
附
問
答
契
約
の
方
を
留
保
附
で
命
ず
る
だ
ろ
う
。
八
ム
の
河
川

ま
た
は
そ
の
岸
で
な
さ
れ
て
い
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
保
証
人
附
問
答
契
約
を
十
年
間
命
ず
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
担
保
問
答
契
約
を
え
ら
れ
な
か
っ

た
者
は
締
約
申
請
の
目
的
物
の
占
有
に
は
い
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
、
申
請
が
正
し
い
と
認
定
さ
れ
る
と
き
は
、
占
有
す
る
よ
う
に
、
命
ず
る
だ
ろ
う
。
損

保
問
答
契
約
も
せ
ず
占
有
に
あ
る
こ
と
も
占
有
す
る
こ
と
も
許
容
せ
ぬ
者
を
相
手
方
と
し
て
、
次
の
訴
訟
、
即
ち
、
も
し
も
こ
の
件
に
つ
き
、
私
の
決
定
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説

ま
た
は
こ
の
件
に
つ
き
私
の
裁
判
権
門
広
・
り
ぬ
冨
R
E
D
O
-
O
E
5
L
H
N
5
5
N
ロコ
-KH]
を
授
権
さ
れ
た
者
の
決
定
に
従
っ
て
担
保
問
答
契
約
が
な
さ
れ

て
い
た
と
す
れ
ば
彼
が
給
付
す
る
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
給
付
せ
よ
と
い
う
訴
訟
を
、
付
与
す
る
だ
ろ
う
。
:
:
:
)

的
未
発
生
損
害
担
保
問
答
契
約

(
2
2
G
L
E
E
-ロ
Z
P原
田
一

o
z
一
)
日
ま
ず
、
法
務
官
的
問
答
契
約
に
は
単
純
な
問
答
契
約
官
官

D
E
E
D
)
と

保
証
人
担
保
附
問
答
契
約
(
回
呂
田
含
CC)
と
の
区
別
が
あ
り
(
原
因
四

O
五
、
ぇ
・
同
回
目
円
河
H
v
m
H
品
吉
ロ
-
E
)

未
発
生
損
害
の
場
合
、
建
物
の
所
有
者

は
前
者
で
よ
い
が
、
そ
れ
以
外
の
他
物
権
者
は
後
者
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
(
∞
D
三
百
円
少
の

2
8
口
lH・
8
H
P
卯
正
巳
門
E
u
d
f
-
U・
ω
P
N
b
-
T

わ
己

E
m
n
q芯
月
ロ
r
F
2
8仏
2
5
Z
Rロ
5
5
5
F
E戸
g
H，E
B
g
p
含
ヨ
ロ
-
5
r
n
t
伊豆

ι
0
5
5
E
=
3℃
3
5
-
2
0
3
2汁
吋

=
5
5
E
Z
含
耳

《目。『命日山

E
。
B
F
e
F
5・
N印
(
司
同
加
ロ
Rmw片岡
2
5
n円
丘
町
CH)U
の
E-
人

F
H
C
H
H
E
』
E
《凶
O
B
m
w
z
g
o
ロ
C
E
5巾
戸
-5Eω
百円。
2
8
3
p
q
z
s
-
B
G仏
C

E寸

町
含
ユ
仏
伶
r
m
F
A
Z
E
ロ
O
B
G
h
w
E
8
8
5
巳
口
市
留
門
U
L
5
0口町

Lm『
2
8
:
L
B
2回
目
百
一

-
a
E
F
)
0

未
発
生
損
害
の
各
類
型
に
応
じ
た
担
保
問
答
契
約
諸
方
式
は
、
円

g己
、
何
回
ι
日
忠
臣
・
の
再
構
成
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
日

ρ戸
C色
白
色
F
E
E
-
D
n
-
c℃
2
2
5
A・
L
-
P
E
C
G
-
巳
』
巳
ハ
ご
E
2
2
ω
円台門
-
2
R
F任
命
門
戸
円
宮
内
町
民
g
r
H
E吋・

5

8
島「
5
5
2山

5
門
竹
内
凶
・
:
《
凶
向
日
ロ
ロ

B

p
n
Z
5
2
5
A
E
E
F
E
H宮
司
戸
F
Sロ
g
g
同

v
o
E口
百
宮
内
宮
ユ
仏
D
F
H
H
5
5
ヨ田
-zBmwず
由
国
同
町
三
日
EHM門戸
5

2
凶
巾
田
宮
口
L
2ロ
巾
》
由
℃

O円同巾
0・
(
当
該
の
建

物
、
土
地
ま
た
は
工
事
の
綬
庇
に
よ
り
、
も
し
そ
こ
で
何
か
が
崩
れ
切
離
さ
れ
掘
返
さ
れ
建
築
さ
れ
て
、
私
の
建
物
に
:
:
:
年
内
に
損
害
が
発
生
す
る
と

き
は
、
そ
の
件
が
値
す
る
で
あ
ろ
う
だ
け
の
金
額
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
ま
た
悪
意
が
現
在
も
将
来
も
な
き
こ
と
を
、
汝
は
誓
約
す
る
か
?
苦
い
約
す

る
。
)
な
お
「
悪
意
条
項
」
に
つ
き
後
出
註
必
。

P
C
O
L
E
E
0
2
5
5。
司
ロ
E
W
C
ユ
宮
co
巴ロ
ω
白
z
r
m
B舟
5
2
0
2戸
高
邑
』
5
5
2
5
ω
℃
ゆ
吋
門
戸
口
何
『
止
。
吉
m
p
F
S
C
C仏
9
5
0司
3
m
E門3

5

3
ロ
抗
争
口
巾
HHM
仏
印
ヨ
ロ
ロ
ヨ
『
R
S
E
R
F
P
Aロ
g
E
g
H
2
2
I幅
広
三
ヨ
司
巾
門
戸
口

5
2
E
コ
L
D
}
E
2
5
5
m
E
g
i
-
-
-
(そ
の
公
河
川
ま
た
は
そ
の
岸

で
汝
ま
た
は
汝
の
相
続
人
ま
た
は
こ
の
件
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
工
事
の
税
庇
に
よ
り
今
後
十
年
内
に
損
害
が
発
生
す
る
と
き

は
、
〔
以
下
川
八
一
)

ρロ
oι
巳
5
0何百円
F
F
A
E
U
L
S
Fロ
L
0
5
2
白』
g
o
《同区口。
=
ι
s
g
E
m
w
b
O
P
E
C
G
E
R
m
w・
:
仏
印
ヨ
ロ
ロ
ヨ
《
U
Z
B
耳
F
S
E
=
r
g
H
m
ω

ゆ
2
F
:
:

(
私
の
土
地
で
水
道
の
た
め
に
な
さ
れ
る
工
事
に
よ
り
損
害
が
発
生
す
る
と
き
は
、
〔
以
下
向
文
〕
)

法
務
官
に
よ
る
右
の
的
担
保
問
答
契
約
の
締
結
命
令

2
2
5
2
5
)
、
助
第
一
次
占
有
付
与
(
呂
田
5

5
吉
田
宮
巴
0
5
5
2
H
E
E
C
《凶作凸日

g-
こ
の

効
果
は
「
所
持
」
二
口
吉
田
-
0
5
2
F
今
窓
口

g)、
さ
ら
に
、
川
第
二
次
占
有
付
与
(
ヨ
・
「
刀
・

2
凹

2
5
L
C
仏
2
5
5・
こ
の
効
果
は
使
用
取
得
の

正
原
因
た
る
「
占
有
」
口
司
O
田
正
昭
巾
)
に
ま
で
も
隣
人
が
服
従
し
な
い
と
き
は
相
手
方
に
h

論
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説

六
例
。
本
稿
の
直
接
の
問
題
た
る

ωの
方
式
の
み
を
次
に
掲
げ
る
日

白

2
5
2
2守口一戸
2
・
(HERE)Hanρ
ロ
O内
田
〉
〉

L
m
w
z
c
Z
D
-
2
2
Z
B
丘
也
己
巳
5
8
F
』

E
L』
己

L
c
σ
E包
括

B
Z
5
H
M
Z
E
U
〉
O
K
F
c
念
日

r
s
a
c
-
)
(
5
2・
2
5
2
ι
2
2口
5

2
戸
旨

k
r
o
k
p
o
gロ門目。
E
g
g
-
2
ロ
ロ
ロ
℃
臼
S
F
与凶
D
-
s
s・-w(
原
告
が
被
告
か
ら
不
確
定
物
〔
実
際
に
は
も
っ
と

詳
し
く
記
述
さ
れ
る
〕
を
問
答
契
約
で
要
約
し
た
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
被
告
が
原
告
に
誠
意
よ
り
し
て
与
え
為
す
こ
と
を
要
す
る
も
の
は
何
物
た

り
と
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
審
判
人
は
被
告
を
原
告
に
対
し
て
責
あ
る
も
の
と
判
決
せ
よ
。
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
免
訴
せ
よ
。
)
(
え
・

0
弘・

h
F
H
8
(船
田

訳
・
昭
一
八
)
、
船
田

E
三
五
(
一

O
)、
同
町
前
掲
頁
第
六
例
)
。

(
ロ
)
給
付
内
容
の
決
定
・
そ
の
金
銭
評
価
に
つ
き
審
判
人

(
E庶
民
)
に
許
さ
れ
て
い
る
裁
量
余
地
の
有
無
を
基
準
と
す
る
厳
正
訴
訟
と
誠
意
訴
訟
と
の
区

別
は
債
権
法
上
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
(
原
田
一
五
一
、
船
田

E
=
二
以
下
、

ω
C
Y
5
1冨
宮
市
町
l巧
g
m
m
H
H
ω
記
留
・
山
一
関
g
r乙
河
匂
何
回
出
品
目
・

一
例
と
し
て
磯
村
・
石
田
還
暦
民
法
(
昭
三

O
)
所
収
四

O
六
頁
以
下
参
照
)
。
勿
論
古
典
法
学
者
は
こ
の
峻
別
を
意
識
的
に
な
さ
ず
厳
正
訴
訟

(
E
L
R
5

Z
ユ
ng)
の
用
誼
間
も
な
く
(
民
8
2
m
E
N
ち
∞
ロ
・

ω)
、
審
判
人
の
裁
量
範
囲
は
各
方
式
書
ご
と
に
個
性
あ
り
(
ロ
『
・
同
g
R
問
問
問
ち
∞
回
目
・
)
と
は
い
え
、

古
典
法
の
伝
承
に
よ
れ
ば
問
答
契
約
(
不
確
定
)
訴
訟
(
前
註

ω)
は
と
に
か
く
誠
意
条
項
な
き
厳
正
訴
訟
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
ブ
リ
ア
法
の
場

合
の
同
訴
権
の
方
式
は
前
記
の
基
準
の
分
類
に
よ
る
限
り
そ
れ
で
は
処
理
し
き
れ
ぬ
「
変
則
」
(
巴
ロ
ロ
垣
正
口
問
巾
〉
ロ
C
自
己
お
い
関
口
口
rmニ
同
)
に
な
る
。

(
日
)
前
註
5

0

(

本
稿
七
頁
終
り
か
ら
四
・
三
行
目
お
よ
び
八
頁
四
行
日
)
0

(
U
〉
こ
の
問
題
点

B
は
、
本
稿
の
当
面
の
問
題
点
で
は
な
く
、

A
の
解
決
の
前
提
た
る
関
係
に
も
な
く
(
後
出
註
忽
)
、

A
と
は
無
関
係
に
処
理
す
る
こ
と

が
で
き
る
(
後
出
註
印
対
応
本
文
)
。
し
か
し
、

B
は
問
題
点

A
解
決
に
必
要
な
ル
ブ
リ
ア
法
自
体
の
特
色
を
知
る
の
に
重
要
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味

で
本
文
中
で

A
と
併
記
し
た
。
こ
の
問
題
点

B
の
解
決
方
向
と
し
て
は
、

ω外
人
告
示
に
お
け
る
法
務
官
的
未
発
生
損
害
保
護
の
何
ら
か
の
意
味
で
の
優

越
性
、
ま
た
は

ω外
人
締
法
務
官
の
地
域
管
轄
、
の
二
つ
が
あ
る
。

ωω
未
発
生
損
害
担
保
問
答
契
約
は
外
人
告
示
に
お
い
て
市
民
法
的
保
護
(
法
律
訴
訟
二
位

6
)
な
き
外
人
の
た
め
に
成
立
し
た
も
の
で
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
ル
ブ
リ
ア
法
当
時
の
内
人
告
示
に
は
既
に
工
事

(pnqσ)
に
関
す
る
も
の
は
あ
っ
た
が
建
物
の
税
庇

(
5
t
D
白色
E
E
)
に
関
す
る
も
の
は
ま

だ
存
在
し
な
か
っ
た

3
5
n
r
Zみ・

5
〉
E
E
Yユ
・
開
門
広
三
角
E
m
ι
・
H
V
S
L
O
T
S
包
lHH(同
勾
印
)
白
日
間
・
¥
ロ

g-wHCU
ロ・也
N
・
た
だ
し
担
保
問
答
契
約

が
為
さ
る
べ
き
場
合
は
こ
の
よ
う
な
一
一
分
法
(
∞
員
長
官
丘
町
凶
)
で
は
尽
く
さ
れ
な
い

h
T
H巳

-on-nE・
(
註

7ω
の
諸
類
型
〉
一
回
日
ロ
B

z

g・
〉
苧

E
S
Z
C
H
(
H
S
8
2
0
自・(〈訂
E
B
E
Q
)
・
た
だ
し
回
E
ロ
E
ぃ

0
2
5
Z
E
E
C
(
お
ω吋
)
は
未
見
)
。
市
民
間
の
法
律
訴
訟
の
方
が
ア
ウ
グ
ス
ト
ス
の
訴

訟
制
度
改
革
(
法
律
訴
訟
の
原
則
的
廃
止
)
後
も
な
お
実
効
を
保
ち
、
法
務
官
法
的
保
護
と
競
合
し
え
た
の
は
、
建
物
取
庇
担
保
問
答
契
約

E
C
E
C
A
2
Z
C
見
L'

論
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ノレブリア法一名誉法のー問題点一

2
5
の
外
人
告
示
か
ら
内
人
告
示
へ
の
継
受
が
漸
く
元
首
政
初
年
に
属
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
(
回

R
n
r
Z三
忌
同
盟
)
。
|
本
制
度
の
起
源
に
ル
ブ
リ
ア

法
が
投
じ
た
波
紋
に
つ
い
て
回
S
F
E
P
ゎ
2
8
2
F
ω
怨
は
次
の
伺
説
に
傾
き
な
が
ら
も
次
の
よ
う
に
述
べ
た
日
「
も
し
も
ル
ブ
リ
ア
法
の
心
配
が
な

い
と
す
れ
ば
、

g戸時
5
i
t
o
Z
L
2ヨ
は
外
人
掛
法
務
官
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
の
だ
と
の
考
え
は
お
よ
そ
生
じ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
確
か
だ
」
(
え
・

ω
3
8
S
ロ・∞・

3
ロ・

8
一
宮

S
F
E
ロ
-
H
N
a
-
-。
同
未
発
生
損
害
担
保
問
答
契
約
は
内
人
告
示
起
源
の
も
の
で
あ
る
o

し
か
る
に
ル

グ
リ
ア
法
が
外
人
告
示
の
方
を
借
用
し
た
の
は
、
両
告
示
問
の
制
度
の
相
違
に
よ
る
。
外
人
に
は
「
第
二
次
占
有
付
与
」
の
目
的
(
市
民
法
上
の
使
用
取

得
)
は
実
現
不
可
能
な
の
で
外
人
告
示
は
こ
れ
に
代
る
効
果
的
救
済
と
し
て
擬
制
訴
訟
を
与
え
て
い
た
。
ル
ブ
リ
ア
法
は
こ
の
後
者
の
制
度
の
方
を
よ
り

適
当
な
も
の
と
し
て
借
用
し
た
の
で
あ
る
一
民
民
一
白
老
白
一
対
O
B
-
-凶
R
E回
開

a
n
y
-

口
(
5
2
)
H
Nち
自
・
・
な
お
こ
の
解
決
は
属
州
告
示
{
包
江
戸
同
出
司

3
〈・

5
a
m
L
&
の
手
続
も
外
人
告
一
万
に
お
け
る
よ
う
に
占
有
付
与
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
推
測
で
補
わ
れ
て
い
る
(
穴
R
F若
田
岡
留
品
)
。

ωω
右
の

ωの
解
決
方
向
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
難
点
、
か
あ
る

(m司
3
0
8
)
i
l
的
に
つ
い
て
日
関
係
史
料
(
由
民
会

E
三
告
白
・
山
田
ロ
ロ
『
g
z
ω
ω
N

a・
)
は
既
に
ル
プ
リ
ア
法
以
前
に
建
物
取
庇
の
担
保
問
答
契
約
(
お
よ
び
第
三
次
占
有
付
与
)
の
制
度
が
内
人
告
示
に
存
在
し
た
と
解
釈
し
う
る
余
地

あ
る
こ
と
(
問
主
O君田

H
N
B
∞
:
例
え
ば

ω
2
5
5
3戸一宮
2
5
河口『戸
ω
)
l
c
s
-
U
-
s
w
N
-
巴
-AFuρ
・
ζ
E
E
T
H
ν
E一・
0
・
企

-M-ωwMω

の
解
釈

の
相
違
に
つ
い
て
え
・
回
O口町田口円。

ωω
印山

ω耳
目

0
3
ロ・

8)
。
仲
に
つ
い
て
日
ペ
ア
リ
ア
法
の
外
人
告
示
へ
の
言
及
は
問
答
契
約
方
式
に
関
し
て
で
あ

っ
て
、
擬
制
訴
訟
に
は
関
し
な
い
か
ら
、
後
者
の
制
度
が
外
人
告
一
万
の
み
に
存
在
し
た
と
い
う
推
論
に
は
飛
躍
が
あ
る
こ
と

(
ω
q
S
O
L
D口・

2
7
X
o
E
E

阿

V
E
r
g
-
-
E
H〈
HN〉
少
官
印
)
。
ー
ー
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
い
ず
れ
の
説
に
お
い
て
も
、
ペ
ア
リ
ア
法
制
定
の
後
ま
で
も
外
人
間
に
特
有
な
る
こ
と
を
前

提
さ
れ
た
制
度

(ω説
で
は
円
E
C
o
i
c
c
ω
a
E
B・
帥
説
で
は
田
口
己
D
E
2
H江
戸
)
が
、
少
く
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
同
法
を
通
じ
て
、
市
民
間
に
も
適
用
さ

れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
自
体
に
よ
っ
て
困
難
が
生
ず
る
(
凶
司
E
G
E
l
s
-
2
2
E
回
D
E同月
5
r口
-
n
F
u
ζ
E
N
E
C
H
H
C
)
。
そ
こ
で
セ
ラ
オ
は

考
察
の
順
序
を
逆
に
し
、
外
人
掛
法
務
官
が
南
ガ
リ
ア
の
新
市
民
の
上
に
地
域
的
に
管
轄
を
も
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
(
こ
の
よ
う
に
問

題
点

B
を
未
発
生
損
害
の
法
務
官
的
保
護
の
起
源
の
問
題
か
ら
切
離
し
て
解
決
す
る
示
唆
の
み
は
既
に
な
さ
れ
て
い
た
が

3
2
3
0
宮
口
・

ωω)
、
セ
ラ
オ

は
ル
ブ
リ
ア
法
に
お
け
る
地
方
都
市
政
務
官
と
法
務
官
と
の
間
の
授
権
関
係
、
し
か
も
後
者
は
外
人
掛
法
務
官
、
と
い
う
理
由
づ
け
を
与
え
た
)
。
即
ち
日

ω
同
法
は
、
残
存
す
る
四
章
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
法
務
官
か
ら
地
方
市
政
務
官
へ
の
授
権
の
な
か
に
当
然
に
は
含
ま
れ
ぬ
事
項
(
∞

R
E
D
S

ロ・ぉ
u

註

8
)
を
立
法
的
に
授
権
わ
る
諸
規
定
で
あ
っ
て
|
|
他
方
、
授
権
者
た
る
法
務
官
は
、
権
限
の
行
使
を
怠
る
地
方
市
政
務
官
に
対
す
る
訴
訟
を
一

般
的
に
準
備
し
て
い
る

(
m
R
E
D
S
ロ
・
自
己
-
S・
M
-
p
d
、
|
|
、
問
題
の
第
二

O
章
で
は
未
発
生
損
害
に
つ
い
て
次
の
第
三
章
と
同
一
範
囲

内
で
(
一
万
五
千
セ
九
テ
ル
チ
ウ
ス
以
下
の
争
に
つ
き
)
、
問
答
契
約
締
結
命
令

(
E
Z
5
3
5ユ
い
こ
の
表
現
は

d
q・
σ
-
M
W
H
-
h
p
(
註

8
的
〉
の
そ
れ

北法15(3・13)471 



説

に
対
応
す
る

-
m
w
q
E
C
由

ω
ロ
NH)
お
よ
び
擬
制
訴
訟
付
与
が
授
権
さ
れ
、
た
だ
し
「
占
有
付
与
」
は
ロ
オ
マ
市
の
法
務
官
に
留
保
さ
れ
て
い
る

(
ω
2
3
0

S
ロ・

NO
二斗叫
8
)
。
つ
ぎ
に
、
管
轄
権
者
た
る
法
務
官
は
外
人
掛
法
務
官
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
擬
制
訴
訟
は
地
方
市
政
務
官
の
締
約
決
定

2
2
3
E
B
h

註

7
d
f
文
)
を
前
提
と
し
、
こ
れ
は
授
権
者
た
る
上
級
政
務
官
の
締
約
命
令
(
】
ロ
宮
足

gSHF)
の
代
行
で
あ
り
、
授
権
者
は
自
己
の
告
示
に
基
い
て
締
約
命

令
を
発
す
る
以
上
、
同
法
の
擬
制
訴
訟
方
式
の
中
で
言
及
さ
れ
る
問
答
契
約
を
告
示
に
規
定
し
た
法
務
官
即
ち
外
人
掛
法
務
官
が
授
権
者
だ
か
ら
で
あ
る

(ω
司
5
0
8
ロ
・
ピ
)
。
な
お
こ
の
点
に
関
す
る
そ
の
他
の
論
拠
の
一
つ
に
問
題
点

A
の
誠
意
訴
訟
外
人
法
起
源
説
(
後
述
)
を
利
用
し
て
い
る
(
南
ガ
リ

ア
の
管
轄
政
務
官
が
外
人
掛
法
務
官
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ル
ブ
リ
ア
法
の
擬
制
方
式
の
中
に
は
、
外
人
告
示
に
お
い
て
成
立
し
た
誠
意
訴
訟
と
し
て
の
問

答
契
約
訴
訟
の
請
求
表
示
が
も
ち
こ
ま
れ
た
い
∞

2
5
0
E
ロ
・
忠

5
N
P
怠
)

0

ベ
叫
ル
プ
リ
ア
法
二

O
章
の
右
の
解
釈
は
、
次
の
よ
う
な

ω
2
3
0
の
一
般
的
な
仮
説
の
強
力
な
論
拠
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ロ

オ
マ
市
で
訴
訟
す
る
外
人
が
同
盟
市
戦
争
後
大
量
に
市
民
権
を
得
(
と
く
に
前
回
九
年
の
南
ガ
リ
ア
へ
の
市
民
権
付
与
)
、
内
人
掛
法
務
官
の
負
担
が
急

速
に
過
重
さ
れ
た
の
で
、
均
衡
是
正
の
た
め
外
人
掛
法
務
官
が
市
民
間
に
も
裁
判
権
を
も
っ
た
(
元
首
政
期
の
同
法
務
官
の
名
称
日
U
5
2
0同
』
己

E
R門

口〈
g
m仲
間
出
月
間
円

5
2
5
m
《
出
口
町
を
、
日
)
・
』
・

5
5円円
2
2
2
H
ロ
円
。
門
司
巾
百
四
円
E
S
E
-
の
意
味
に
と
る
い

ω
q
5
0
5ロロ・

ω印
)

0

こ
の
事
態
は
、
当

初
は

B
D仏
5
同)HROLmEF
の
相
違
(
法
律
訴
訟
が
方
式
訴
訟
か
〉
に
あ
っ
た
両
法
務
官
の
管
轄
区
別
基
準
が
、
市
民
間
に
も
方
式
訴
訟
を
導
入
し
た
ア

イ
ブ
チ
ア
法
以
後
無
意
味
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
準
備
さ
れ
た

(
8
E
E
回
O
口
E
2
0
M
g
w
Nち
出
-

u

ア
イ
プ
チ
ア
法
の
問
題
は
別
稿
に
譲
る
〉
。

(
H
a
)

そ
の
一
例
と
し
て
の
国
ロ
RFro-
∞5
ロ
全
(
円
三
・

ω
同ハロロ宮一

N
P
H
)
に
つ
き
後
出
註
幻
参
照
。

(
日
)
レ
エ
ネ
ル
が
こ
の
関
連
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ク
ン
ケ
ル
に
始
る
通
説
の
解
決
方
向
を
示
唆
し
た
(
同

P
ロ
Z
-
N
ロ-
H
)

の
は
、
内
人
告
示
と
外

人
告
示
と
の
閉
で
ど
の
程
度
内
容
が
違
う
か
と
い
う
永
久
告
示
録
復
原
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
後
者
に
は
外
人
を
原
被
告
と
す
る
訴
訟
の
方
式
が
掲
げ
ら

れ
て
い
た
と
考
え
た
際
の
傍
論
に
お
い
て
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
理
由
と
し
て
外
人
は
市
民
法
上
(
対
万
民
法
の
意
味
)
の
請
求
の
た
め
の
方
式
、
例

え
ば
通
例
の
問
答
契
約
訴
権
の
方
式
(
請
求
表
示
は
単
純
な
オ
ポ
ル
テ
エ
レ
日
註
印
)
は
使
用
不
可
能
だ
っ
た
と
推
測
し
、
こ
の
具
体
的
論
拠
と
し
て
ル

ブ
リ
ア
法
を
本
文
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。

(
日
山
)
外
人
告
示
か
ら
借
用
さ
れ
て
い
る
の
は
法
律
の
文
章
上
問
答
契
約
の
方
式
だ
け
で
あ
る
が
(
え
・
伊
ロ

E
註

Hωω
伺
)
、
レ
エ
ネ
ル
は
擬
制
訴
訟
の
方

式
に
つ
い
て
も
借
用
関
係
を
考
え
て
い
る
日
後
出
註
お

a
参
照
。

(

刊

U)
〈
2
1
r
z
g
m
ω
m
gロ
子
〉
ロ
ω宮
znym四
円
ロ
ロ
色
岱
問
。
(
関
5

5
一
N)U
〈
司
同
比
一
R
Y
Z口問
ω四
円
ロ
ロ
色
ω問
。
(
民
日
常
河
可
m
h
H
O叶
)
な
ど
の
表
現
を
以
下
で
は
「
拘
束

根
拠
」
と
略
称
す
る
。
ル
ブ
リ
ア
法
の
誠
意
条
項
の
理
解
の
た
め
に
必
要
に
な
っ
た
「
拘
束
根
拠
」
の
概
念
を
説
明
す
る
意
味
を
か
ね
て
、
こ
の
概
念
を

北法15(3・14)472 
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使
う
通
説
の
法
発
展
像
に
触
れ
て
お
く
と
、
ま
ず
法
務
官
の
創
造
的
活
動
、
か
未
だ
本
格
的
に
な
ら
な
か
っ
た
時
期
(
名
誉
法
形
成
の
初
期
)
に
は
、
法
務

官
は
既
存
の
規
範
を
援
用
し
こ
れ
に
基
い
て
法
的
保
護
(
訴
訟
)
を
与
え
て
い
た
。
即
ち
、
法
律
訴
訟
が
付
与
さ
れ
る
の
は
民
会
法
律
(
一
自
)
に
基
い
て

で
あ
る
し
、
法
務
官
が
法
律
(
法
律
訴
訟
)
の
枠
外
で
訴
訟
付
与
せ
ん
と
す
る
場
合
に
は
民
会
法
律
以
外
の
規
範
を
援
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
当

時
の
ロ
オ
マ
社
会
に
則
し
て
い
え
ば
円
五
日
(
信
義
〉
で
あ
る
。
(
た
だ
し
、
「
信
義
」
の
観
念
を
媒
介
と
し
て
働
い
た
社
会
関
係
に
つ
き
片
岡
・
前
掲

(
註

1
)
九
二
頁
参
照
)

o

そ
の
後
法
務
官
の
創
造
的
活
動
が
本
格
的
に
な
っ
て
既
存
の
規
範
の
援
用
と
い
う
思
考
も
後
退
し
た
〔
例
え
ば
事
実
訴
権

(
R
E
E
F
n
E
S
8
2
8旦
〕
時
期
よ
り
み
れ
ば
こ
の
誠
意
訴
訟
(
宮
口
臣
民
《
E
H
E
R
-
ω
)
は
、
慣
習
法
的
な
市
民
法

(
F
5
5
ω
8
R
G
E
)
と
み

な
さ
れ
る
に
至
っ
た
(
註

1
、
初
、
日
出
参
照
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
誠
意
訴
訟
は
、
そ
の
名
誉
法
的
起
源
の
点
で
は
凶
Q
S
E
E
L
Eロ
8
2
n
a
g
(烈
ω局
同
〉
一
昨
・

5
5・
T回
N
S
)
と
呼
ば
れ
え
た
も
の
で
あ
る
し
、
他
方
、
民
会
法
律
に
基
く
市
民
法
上
の
義
務
(
誠
意
条
項
な
き
単
な
る

C同
5
3
2
m
)
も

D司
2
5
5

2
-
o
m
o
(民
自
司
〉
】

N
S一
月
H
v
m
Z
N
ロ
-
g
)
と
呼
ば
れ
え
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
穴
戸
口
ro一・

ω・
J

ア
戸
山
回
円
omm町一巳・

5
印
〉
-HCω

(
日
目
)
註
ロ
に
既
述
。
呂
田
由
片
山
σ
E同
仏
芯
回
何
回
M
g
E口問

L
g
〉
口
印
有
R
Z
(穴
E
L日
-
M
)
山
一
玄
盟
国
g
r
L
O『
〈
司
又
-
5
r
g口
問
(
穴
ω招
同
列
匂
m
h
o
d
な
と
を

以
下
で
は
「
尺
度
」
と
略
称
す
る
。

(
ω
)
D司
0
2
2
0
(
市
民
法
上
の
義
務
を
表
わ
す
)
に
つ
き
差
当
り
同
日
常
何
回
ν
列
呂
∞
・

5
∞

(
初
)
誠
意
を
尺
度
の
み
な
ら
ず
拘
束
根
拠
と
す
る
見
方
は
古
く
か
ら
あ
り
、
出
・
烈
Z
m
F
N
R
の
2
n
r
R
E
O
牛
耳
開
口

E
O
F
E
m
牛
q
r
c口問。
h
E
E
E
ι
5
P

ω
N
H
H
(
H
S
G
)
同町品目・(門戸汁・

ω
同ハロロ

zfuロ
・
日
立
関
忠
内
『

ω
N
3
2
3
3
g
p
H
)
は、

σ
o
E
『
E
2
の
キ
ケ
ロ
ま
で
の
古
い
用
法
は
本
来
両

義
語
(
〈
O
H
E邑
3
ω
-
E
B官
印
)
で
あ
る
止
仏
g
の
良
い
怠
味
に
お
け
る
用
法
(
こ
の
場
合
は
修
飾
語

r
o
E
は
不
必
要
)
と
一
致
し
て
い
る
l
i
!
こ
れ

に
対
し
て
ム
キ
ウ
ス
以
後
の
新
し
い
用
法
は
当
該
債
務
関
係
に
お
け
る
善
人
(
〈
同

rcロ
5
・
原
田
三
六
四
、
註
ぬ
幻
参
照
)
の
行
為
尺
度
と
い
う
、
前
記
『
片
山
色

の
さ
ら
に
限
定
さ
れ
た
(
客
観
的
な
)
用
法
に
し
か
一
致
し
な
い
ー
と
い
う
考
察

2
3
F
)
を
基
本
と
し
て
こ
の
点
を
主
張
し
て
い
た
(
併
せ
て
誠
意

条
項
の
尺
度
的
解
釈
は
ム
キ
ウ
ス
以
後
の
法
律
学
の
産
物
と
述
べ
て
い
る
ニ
お
m
m
・
-
し
か
し
、
こ
の
点
を
、
市
民
法
訴
権

(
0
2
5
2
5
-
5・
P
5
H
5

8
5
8
F
原
因
三
九
七
)
の
う
ち
誠
意
訴
訟
で
は
な
い
〔
即
ち
誠
意
条
項
な
き
単
な
る
オ
ポ
ル
テ
エ

V

に
よ
っ
て
請
求
が
表
示
さ
れ
る
)
も
の
の
拘
束

根
拠
は
す
べ
て
法
律

(-2)
で
あ
る
(
正
確
に
い
え
ば
日
十
二
表
法
以
降
は
こ
の
種
訴
権
、
か
法
律
に
結
合
さ
れ
て
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
い
列
島
民
〉
]
叶
N
)

と
い
う
発
見
に
よ
っ
て
確
実
な
ら
し
め
た
の
が
穴
E
Z
]
で
あ
る
(
巧

5
n
Z円
印
=
コ
・
た
だ
し

k
f
g
m
H
D
l河
口
白
(
ロ
戸
国
民

5
官
一
日

p
日
2
F
R
E

E
ロ
・
品
目
)
は
未
見
)

o

関
E
M
Z一
品
ロ
-AH
に
よ
れ
ば

F
E己
何
回
ω
に
お
け
る
訴
権
の
目
録
を
(
そ
の
後
発
見
の
の
E
-
P
H♂
(
註

ω
ω
)
を
加
え
て
)

吟
味
し
た
結
果
は
こ
の
種
訴
権
は
次
の
よ
う
に
法
律
の
基
礎
を
も
っ
て
い
る
一

R
C
G
E
E
s
-
c〈
E
O
R
2
D
L
ω
穴
以
口
吋
え
巳
ロ

(
0・
AFC-
叶
dNH
官・
)
-
F
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ノレプリア法一名誉法のー問題点ー

人
の
た
め
に
ロ
オ
マ
市
民
権
が
擬
制
さ
れ
る
。
)

(
お
)
玄
色
め
E
p
m
N
ロ
-
N・
後
出
註
必
参
照
。

(お

a
)
ζ
お
常
一
巳
ロ
印
N

コ-
H

H

ル
ブ
リ
ア
法
の
擬
制
方
式
の
外
人
告
示
起
源
を
推
測
す
る
レ
エ
ネ
ル
(
註
日
)
に
反
対
す
る
(
も
し
そ
う
だ
と
れ
ば
「
借

用
」
の
仕
方
は
問
答
契
約
方
式
の
場
合
と
同
様
で
済
ま
せ
う
る
わ
け
で
あ
り
、
な
ぜ
擬
制
方
式
の
テ
ク
ス
ト
全
部
を
引
用
し
直
し
た
の
か
理
解
で
き
な
い
)
。

(
お
)
宮
内
高
砂
F
E
E
は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
擬
制
訴
訟
は
そ
の
基
礎
が
政
務
官
の
裁
判
権
に
あ
る
(
船
田

N
五
八
六
参
照
)
限
り
で
市
民
法
に
属
さ
ず
(
円
『
・

巧
庁
防
口
「

2

5
ロ・印
N
)
、
ル
ブ
リ
ア
法
の
擬
制
方
式
も
名
誉
法
的
性
質
を
も
っ
。
し
た
が
っ
て
そ
の
誠
意
条
項
も
、
お
よ
そ
問
答
契
約
訴
訟
と
の
関
連
は

な
く
、
同
法
の
方
式
の
特
産
物
で
あ
る
。

(
幻
)
ル
プ
リ
ア
法
の
方
式
以
外
に
問
題
を
拡
げ
な
い
解
決
と
い
う
点
で
は
、
問
題
の
誠
意
条
項
は
未
発
生
損
害
担
保
問
答
契
約
に
(
他
の
法
務
官
的
問
答
契

約
に
お
け
る
と
同
様
に
)
附
加
さ
れ
て
い
た
悪
意
条
項

(
n
F
E
Z
F
ι
♀
ご
註
必
)
に
審
判
人
の
注
意
を
喚
起
し
、
「
誠
意
」
に
従
っ
て
請
求
内
容
を
決
定
せ

し
め
る
も
の
(
出
戸
田
nrr巾
い
の
巳
5
・
切
色
耳
障
問
巾

N日
関
門
戸
t
r
F
注
目
〈
R
m
Bロ
仏
包
出
回
目
巴
口
耳
ゲ
E
2
2
0
5ロ
・
冨
巳

2
5円

N
Z岡
山

r
o
z
r司
仏

耳

目

ω四円
2
・

自
己
口
百
仏
・
戸
古
河
口
F
5
2
8日
)
N
N
U
1
F
-
N
U
H
P
S
2
2
)
と
い
う
見
方
が
古
く
か
ら
あ
る
(
門
戸
民
己
ロ
}
向
。
一

N
P
H
)
。
こ
の
見
方
は
一
般
に
賛
成

者
な
く

(
F
B
N
N
r
z
-
M唱

E

P
白
山
ピ
ヨ
ニ
ω司
品
ロ
-
H
U
Hハ
E

Z
こ
on・
2
F・
た
だ
し
い
ず
れ
も
反
対
理
由
は
記
さ
ず
)
、
宮
白
四
分
z
z
a
p
u
も

ま
た
こ
の
見
方
に
属
す
る
回
一
C
口
伝
日

F
L
R
E
r
oロ
見
同
町
宮
(
〉
ロ
ロ
ロ
ロ
司
弘
司
自
己
斗

(SNC))
凶
印
斗
ハ
私
は
未
見
〉
を
次
の
よ
う
に
却
け
る
(
た
だ
し
、

F
0
5
ア穴
EHr己
の
反
対
の
一
般
的
理
由
は
「
尺
度
」
論
に
対
す
る
「
拘
束
根
拠
」
論
に
あ
る
が
、
冨
岱
四
分
一
回
宮
に
お
い
て
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、

問
答
契
約
訴
訟
と
の
関
聯
の
断
絶
に
あ
る
)
日
「
こ
の
仮
説
に
対
し
て
は
、
悪
意
条
項
は
問
答
契
約
に
合
体
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
誠
意
訴
訟
を
発
生
せ
し
め

な
い
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
お
け
ば
十
分
で
あ
る
。
問
答
契
約
訴
訟
が
厳
正
訴
訟
な
る
こ
と
は
不
変
不
動
で
あ
る
。
悪
意
条
項
は
問
答
契
約
訴
訟
の
性

質
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
悪
意
条
項
が
、
全
く
仮
定
の
問
題
と
し
て
も
し
誠
意
条
項
が
問
答
契
約
訴
訟
方
式
に
存
在
す
る
と
す
れ
ば

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
悪
意
の
抗
弁

(
2
8百円
3
ι
c
t
〔
原
田
八
五
、
三
九

O
〕
)
を
問
答
契
約
訴
訟
方
式
に
内
在
せ
し
め
る
、
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な

の
だ
百
・
主
唱

A
F
A
r
M印
〔
後
出
〕
:
:
:
)
o
」
な
お
、
宮
同
四
品
目
E
D
g口
・
号
・
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
な
い
反
対
者
と
し
て
さ
ら
に
わ
♀
ロ
明
日
】
)Fon--

E
E
F
L
o
t
-
B
E
E
F
河
2
z
w
司
g
g
r
n
m
n
r
z
-
N
2
8
3
F
-
N
N
一
「
司
2
5
5
(
C
r
g
N
W
Y
H
2
)
は
、
悪
意
条
項
は
取
引
行
為
全
体
の
判
断
に
つ

き
審
判
人
の
職
務
を
拡
大
し
、
審
判
人
が
よ
り
自
由
に
、
ほ
と
ん
ど
「
誠
意
に
従
っ
て
」
解
釈
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
が
、

史
料
を
分
析
す
れ
ば
、
少
く
と
も
古
典
時
代
に
つ
い
て
は
こ
れ
は
事
実
で
は
な
い
。
悪
意
条
項
は
約
束
者
に
、
一
個
の
新
し
い
そ
れ
自
体
独
立
し
た
義
務

を
諜
ず
る
の
で
あ
り
、
審
判
人
は
こ
れ
に
つ
い
て
判
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
以
外
の
諸
義
務
に
つ
い
て
は
審
判
人
は
問
答
契
約
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
つ
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説

て
判
断
す
る
。
要
す
る
に
悪
意
条
項
は
、
悪
意
が
存
在
す
る
場
合
の
た
め
の
補
充
的
な
訴
〔

H
R
t
0
5
3
2↑
2
2
qロ
r
g・
u・
A5・
r
H
N
H
甘
円
'
日
開
凶

g
-
U同
時
四

g
E
5口
町
一

hdc-ロ
B
』
5
自
己

C
5
7
E口
耳
目
司

5
5
5
5
2』
日
谷
由
回
ゆ
え

c
g
g官
ω
由
自
己
ぢ
己
主
5
5
9
m官
官
。
ロ
仏

EF--九
百
円
。
円
巴

ω四
ヰ

ロ
ロ
〕
を
約
束
受
領
者
に
与
え
る
に
す
ぎ
な
ぃ
。
取
引
行
為
全
体
を
「
誠
意
」
の
も
と
に
お
く
も
の
で
は
決
し
て
な
い

(
p
由

U

だ
か
ら
ル
ブ
リ
ア
法
の
誠

意
条
項
を
悪
意
条
項
に
関
係
さ
せ
る
こ
と

q
Rロ
9
0匂
-
n
F
5
3
は
不
可
能
で
あ
る
)
。
し
た
が
っ
て
、
悪
意
条
項
〔
こ
の
場
合
は
要
約
者
・
原
告
の

悪
意
に
関
す
る
〕
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
者
〔
約
束
者
・
被
告
〕
も
ま
た
改
め
て
悪
意
の
抗
弁
を
必
要
と
す
る
。
恐
ら
く
こ
の
点
を
論
じ
て
い
る
の
が

り
・
念
-
h
F

品・

5
(
c
f
叶
出
足
)
一
戸
谷

8

2
巴
史
的
合
唱
ロ

F
E
R
2
0
8
5
3
g仲間》
3
玄
q
L
o
r
n一E
Z
E
S
S
B
g
g
n
q巾
仏
C
2
2口
8
5
5
3

旬。国間ゆ

g
-
5
3
C円O
B
B
-
2
5』
EBω
凹
巳
司
己
白
巳
0
8
5日
目
立
山
宮
口

E
E一D
門
田

o-c
吉
弘

C
同
巾
口
町
認
め
片

Z
R
p
n
R
O
E
S
-お
S
円
山
官
。
日
比
2
』
E)門戸

2
n
m司自

己
C
5
5
2
m
o
ロ
2
2富岡
3
g・
〈
一
ア
ベ
オ
が
い
う
に
は
、
悪
意
条
項
に
よ
っ
て
問
答
契
約
訴
訟
が
生
じ
て
も
、
悪
意
の
抗
弁
が
対
抗
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
問

答
契
約
発
効
後
に
原
告
が
悪
意
で
訴
訟
を
始
め
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
。
ゆ
え
に
悪
意
の
抗
弁
が
必
要
に
な
る
の
だ
)
。
」

(お

)
ζ
ω
立命
F
E
a
l巴
-
g
E
S
∞
5
m
m
E
5
9
戸
G
B
E
L
H
(註
M
・
部
)
巧

5
口
ro門
戸
叶
ロ
・
印
∞
・
な
お
ル
ブ
リ
ア
法
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
(
誠
意
条
項
と

問
答
契
約
訴
訟
と
の
非
両
立
性
の
強
調
)
は
、
彼
の
共
和
政
期
の
訴
訟
発
展
の
二
元
的
構
想
(
国
立

5
F閲
兵
呂
田
対

p
y
g
c
E
E
)
|
l別
稿
に
譲
る
(
註

初
末
尾
参
照

)
l
lの
一
適
用
で
あ
る
。

(
m
m
)

四円

omh山
百
戸
同
∞
∞
は
従
前
の
解
決
の
う
ち
〉
『
g
m
5
i
H同
E
N
(
「
誠
意
条
項
は
ル
ブ
リ
ア
法
の
中
で
完
全
に
そ
の
所
を
得
て
い
る
o

問
題
の
制
度
〔
信
約
〕

の
保
護
の
源
は
法
律
に
で
は
な
く
、
慣
習
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
」
一
門
戸
山
伏

EMr巳
品

戸

含

丘

四

8
四四

-
E
Z山
口
・
吋
∞
)
の
方
向
を
採
用
す
る
o
回
予
へ

の
〉
円
吉
向
5
の
影
響
一
般
に
つ
き
次
註
刷
。

(
町
山

)ω
∞
円
高
間

E

H叶
∞
自
・
は
不
確
定
問
答
契
約
(
芸
官
官

5
5
S
Zと
の
訴
訟
可
能
性
を
法
律
に
(
出
申
請
式
法
律
訴
訟

-o聞
な

R

g
克
己
邑
E
m
R
E
5
2

同

)Cm門戸
-
3
0
5
E
に
)
結
び
つ
け
る
通
説

(
F
2可

ω
N
2
.
8品
一
関
a
q
〉』

ω。
。
一
忌
ω
m
L
o
F
E
Z
P
ω
.
8
ロ・

ωγ
〉

S
口問

FC
河
口
は
わ

c日間以『
2
8
-
z

sg)印
吋
自
・
)
に
反
対
し
、
こ
れ
が
誠
意
訴
訟
に
あ
る
こ
と
を
縫
測
せ
し
め
る
論
拠
と
し
て
、
通
説
を
支
持
す
る
明
白
な
史
料
は
な
い
と
い
う
ほ
か
に
日

ωゎ
2
0
に
少
日

l斗
に
み
ら
れ
る
諾
成
契
約
的
義
務
を
問
答
契
約
上
の
債
務
に
変
形
す
る
慣
行
を
、
〉
包
口
m
E
-
o
n
-
n
x・
が
、
諸
成
契
約
的
関
係
の
法
的

保
護
と
し
て
問
答
契
約
訴
訟
の
先
行
、
そ
の
後
の
時
期
に
お
け
る
誠
意
訴
訟
の
承
認
(
し
た
が
っ
て
不
確
定
問
答
契
約
訴
訟
の
法
律
訴
訟
起
源
)
と
解
釈

す
る
の
に
対
し
て
、
同
史
料
の
問
答
契
約
は
売
買
関
係
の
一
部
し
か
覆
わ
な
い
(
買
手
側
の
み
の
、
し
か
も
「
給
付
義
務
」
の
み
で
「
附
随
義
務
」
を
含

ま
な
い
一
回

Dm包
E
H
2
)
も
の
だ
か
ら
、
不
確
定
問
答
契
約
訴
訟
に
よ
る
保
護
と
誠
意
訴
訟
に
よ
る
そ
れ
と
の
問
の
成
立
時
期
の
隔
り
と
い
う
よ
り
も

む
し
ろ
両
者
の
密
接
な
関
係
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
o

(

し
か
し
こ
の
理
由
づ
け
は
、
不
確
定
問
答
契
約
訴
訟
の
早
期
の
成
立
ハ
な
お
一
般
に

北法15(3・18)476. 
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諾
成
契
約
の
問
答
契
約
起
源
説
に
つ
い
て
は
原
田
一
八
二
、
船
田
E
一
一
四
註
五
、
広
中
・
法
協
七
一
巻
三
号
九
八
頁
註

U
、
同
2
2
H
N
勺
河
台
∞
ロ
・
h
持

参
照
)
を
却
け
え
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
不
確
定
問
答
契
約
訴
訟
に
法
律
の
基
礎
な
き
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
い
巧
片
山
円
宮
口
5
『
E
g
g
。
さ

ら
に
、
帥
「
誓
約
に
よ
る
手
続
」

(ω
問
向
日
甘
耳
切
切
0
2
-
o
E
O
B
H
民
包
括
円
見
可
知
ω
由
印
山
参
照
、
小
菅
・
国
家
七
一
巻
三
号
二
四
頁
註
回
、
三
六
頁
以
下
)

の
詔
一
日
約
は
確
定
金
銭
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
手
続
は
対
物
神
聖
金
式
訴
訟
の
負
担
を
避
け
、
か
つ
評
価
手
続
(
後
出
)
の
附
加
な
し
に
金
銭

判
決
を
得
る
た
め
に
成
立
し
た
制
度
な
る
こ
と
(
回
F
Z
A
F
ロ
・

3
u
叶
ω
p
g
・
)
、
を
考
え
合
せ
れ
ば
、
も
し
こ
の
手
続
の
成
立
時
に
不
確
定
誓
約
が
知

ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
こ
の
手
続
中
の
誓
約
は
直
接
に
不
確
定
誓
約
の
か
た
ち
(
伊
m
-
一
J
H
H
g
』
S
L
m
m四
回
門
己

B
E
g
グ
』
C
B
U
S
H
g
g
片
念
日

4
0
ロ
仏
2
3
を
と
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
、
と
主
張
す
る
。

ω
不
確
定
問
答
契
約
訴
訟
を
法
律
訴
訟
(
申
請
式
)
の
枠
外
に
お
く
、
フ
ロ
ッ
ク
イ
ニ
の
主
張
は
右
の
よ
う
な
論
拠
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ

の
著
(
註

3
・
書
評
日
巧
ぽ
R
-
E
ω
N
叶
由
2
8
3
g
N
E
・
(
本
註
で
の
み
著
者
名
の
み
で
引
用
)
一
一
司
E
m
-
-
g
p
H
〈
同
〉
申
(
凶
器
∞
)
N
E
田
一
r
E
回
口
0
・

由
。
H
N
B
(
岡
田
由
)
ω
C
H
g
-
山
田
O
口
広
告
0
・
c
r
g
印
(
H
S
S
E
n
-
)
の
全
構
想
か
ら
の
要
請
で
あ
る
(
n
h
・
巧
g
n
r
日
印
∞
叶
に
し
。
ゥ
ラ
ツ
サ
ク
以

来
の
ロ
オ
マ
民
事
訴
訟
の
起
源
(
私
的
仲
裁
手
続
の
国
家
法
上
の
訴
訟
へ
の
吸
収
継
受
)
お
よ
び
そ
こ
に
由
来
す
る
そ
の
特
質
(
私
的
契
約
的
性
質
)
に

つ
い
て
の
通
説
(
え
・
∞
5
m
m
-
E
品
ロ
-
口
一
船
田
U
H
二
一
九
一
以
下
、
原
因
三
七
七
)
に
対
し
て
戦
後
生
し
た
諸
批
判
の
う
ち
の
一
っ
た
る
回
5
m
m
Z
F
は
、

審
判
人
(
E
r
H
)
と
裁
定
人
(
R
r
H
Z
ユ
と
の
機
能
を
峻
別
(
ウ
ラ
サ
ク
は
同
視
す
る
い
n
h
F
-
H
ロ
-
N
U
小
菅
前
掲
註
m
m
、
当
g
m
旬
、
ρ
5
-
-
g
ロ
叶

ロ
・
宣
す
る
か
た
ち
で
ウ
ラ
サ
ク
批
判
を
行
っ
た
。
即
ち
、
裁
判
の
起
源
に
つ
い
て
全
体
集
団
内
の
権
威
的
訴
訟
(
E
R
Z
E
-
-
審
判
人
の
機
能
は

確
定
的
請
求
(
2
H
Z
B
)
の
存
否
の
確
認

(
ω
p
o
s
-
-と
、
諸
集
団
関
の
私
的
仲
裁
手
続
(
与
E
S
)
|
|
裁
定
人
の
機
能
は
当
事
者
間
で
既
に

合
意
あ
る
事
実
関
係
に
お
け
る
不
確
定
な
請
求
(
5
2
2
c
E
)
の
確
定
的
請
求
の
か
た
ち
へ
の
評
価
(
』
ロ
E
Z
E
毛
布
4
1

目
。
一
)
|
|
』
と
の
「
対
立
」
(
田
町
・

2
ロ
・
g
w
∞
少
ロ
ω
・
回
目
w
H
N
K
F
W
Z
Y
H
4
∞
・
5
Y
S
ω
)
を
設
定
し
、
前
者
に
つ
い
て
起
源
時
の
審
判
人
を
王
な
い
し
共
和
制
政
務
官
と
同
視
す
る
こ
と
に

よ
り
(
船
田

N
四
一

O
註
三
参
照
)
ウ
ラ
サ
ク
的
解
釈
の
妥
当
領
域
を
訴
訟
の
二
つ
の
根
源
の
う
ち
の
一
つ
(
後
者
〉
の
み
に
狭
め
(
毛
布
R
r
q
g
g
、

同
時
に
こ
の
後
者
に
つ
い
て
も
前
者
と
の
「
対
立
」
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
独
自
の
展
望
を
与
え
て
い
る
。
即
ち
、
本
来
は
非
国
家
法
的
存
在
と
し
て
ロ

オ
マ
社
会
に
広
範
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
仲
裁
慣
行
(
日
ゲ
E
E
E
r
c
E
i
ユ
一
回
5
m
m
E
F
m
E
H
己
申
ロ
・
5
・
H
N
H
ロ
・
ω
山
口
『
・
穴
B
R
H
N
司
何
人
口
N
P

N
ω
一
〉
E
R
g
s
-
回
H
U
H
N
S
(
呂
町
由
)
∞
ω
ロ
・
8
・
史
料
例
と
し
て
の
え
0
・
E
人
「
旧
日
佐
藤
篤
士
・
早
稲
田
法
学
会
誌
十
三
巻
法
律
編
九
四
頁
(
九
)
所

掲
)
を
歴
史
的
に
み
る
と
、
ま
ず
、
そ
の
一
部
が
十
二
表
法
上
の
裁
定
人
申
請
式
法
律
訴
訟
に
よ
っ
て
国
家
法
上
の
訴
訟
に
組
入
れ
ら
れ
、
つ
ぎ
に
こ
れ

を
き
っ
か
け
と
し
て
そ
の
他
の
仲
裁
慣
行
が
、
手
続
法
的
に
は
こ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
e
g
g
-巳
芯
国
『
E
E
)
、
実
体
法
的
に
は
信
義
(
寸
O
B
E
仏
由
な
い
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説

し

P
2
E
E
σ
c
E
B
一
回

FHNhF
ロ
-
N申
立

ωC)
の
「
拘
束
根
拠
」
(
註
げ
)
の
ゆ
え
に

(Rr号
E
F
E
O
『
正
巳
)
法
律
を
要
せ
ず
法
務
官
の
命
令
権
に

よ
っ
て
(
方
式
訴
訟
)
、
国
家
法
へ
継
受
さ
れ
た
(
第
一
一
段
目
の
継
受

HHW吋
-
H
E
f
Hの
0
・
5
A
F
(コ・

EN)
由

-
N
8
自
)
、
と
い
う
全
構
想
の
も
と
に
、

訴
訟
発
展
の
原
動
力
と
し
て
の
こ
の
方
式
訴
訟
的
な

R
E
E
m
(
E
L
E
m
)
r
o
E
m
p
L巳
の
重
要
性
を
強
調
す
る
(
同
時
に
強
調
さ
れ
る
法
律
訴
訟
か
ら

方
式
訴
訟
手
続
(
口
頭
方
式
か
ら
書
面
方
式
)
へ
の
移
行
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
)
。
こ
の

2
1ロ
ヨ
守
口

)
E
n
q
E
S
S
c
g
z
g
)
の
「
対
立
」

の
構
想
か
ら
し
て
、
審
判
人
と
裁
定
人
と
の
機
能
的
峻
別
が
、
ま
ず
、
神
聖
金
式
法
律
訴
訟
(
一
。
岡
町
民
民
D
E
R
ω
5
8
5
5
5
5祖

E
司

O
B
O
E
B
)
の
時

期
に
つ
い
て
厳
格
に
主
張
さ
れ
る
(
要
約
一
一
回

F
g
!∞
3
1
1
1訴
訟

(
E島
2
5
)
の
機
能
は
自
の
確
認
に
限
定
さ
れ
〈
い
わ
ゆ
る

F
n
r
r
c口
伝
g
・

2丘
3
p
邑
去
三
一
G

(
同ハ州出

2HNHU列

H
2
m
-
u
士
口
野
・
国
家
七

O
巻
六
号
九
四
)
・

5
f
E
5
3
5
H
A
U巳
-AFhお
(
回
?
に
N
ロ
・
∞
印
)
・
と
く
に
対
人
訴
訟

の
適
用
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
不
法
行
為
(
者
の
え
岳
E
C
)
に
限
定
し
、
契
約
債
務
(
誓
約
や
ネ
グ
ス
ム
の
含
5
0百円
R
Z
)
は
少
く
も
後
述
の
申
請
式
法

律
訴
訟
成
立
以
前
に
は
そ
の
適
用
に
含
ま
せ
な
い

H
F・
5
ω
(ロ・

8
)
自・

8
2
S
巧
庁
内
R
r
R
日

g

p
ロ

-
F
g
E
S
ω
S
ロ
-
Y

∞S
F
n
F
o
g
-
ヲ
L
5
0

.
N
N
C、
目
的
物
(
三
ロ

L
R
3
2
2
-
g
)
U
小
菅
前
掲
註
祁

m
山
参
照
)
の
滅
失
と
か
不
法
行
為
の
責
任
解
除
(
仏
自
己
ロ
ロ
B
L
R正
司
巾
一
一
関
g
q
同
居
川

E
N
士同

野
九
六
)
の
た
め
に
必
要
に
な
る
』
戸
E
Z
B
の
決
定
(
金
銭
評
価
)
は
、
訴
訟
外
の
仲
裁
慣
行
(
上
述

R
E可
E
B
r
o
E
iユ
)
に
由
来
す
る
「
評
価

手
続
」

(
R豆
町
江
ロ

B
E氏
自
仙
台

5
8
b
p
u
広
岡
田
qHNHU同
]
回
目
口

-
N
N
い
に
N
U
船
田

N
四
五
一
一
一
、
六
、
八
頁
)
で
別
個
に
行
わ
れ
る
(
た
だ
し
対
人

訴
訟
で
は
既
に
法
律
訴
訟
の
時
期
に
審
判
人
の
職
務

(
O
R
n
E
5
2仏
W
E
)

に
金
銭
評
価
も
含
ま
れ
る
に
至
る
日
出
ロ
ロ

ω)
。
い
ず
れ
に
せ
よ
金
銭
判
決

(円

g
r
g口出
C
0
3
2
E
R
U
)
は
「
評
価
手
続
」
の
方
に
由
来
す
る
こ
と
に
な
る
い
一
F

s

r
ぇ
・
巧

5
R
r日
印
笥
ロ
・

H
O
-
-ー
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら

に
、
そ
の
後
十
二
表
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
「
審
判
人
ま
た
は
裁
定
人
」
申
請
式
法
律
訴
訟
(
〈
包
句

E
凶
司

5σ
戸
久
小
菅
前
掲
註
m
m
)

少
∞

H
4何回以
E
2
2

2
L
-
8
5
R玄
可
巳

B
2
司

2
2
z
=
Z
L
2
)
に
つ
い
て
も
、
そ
の
創
設
理
由
を
神
聖
金
の
負
担
の
回
避
、
と
く
に
従
前
は
独
立
し
て
い
た
「
評
価
手
続
」

の
立
法
に
よ
る
吸
収
(
ぇ
・
回

5
m
m
B
-
H品
同
ロ
・

ω
一
〉
B
ロ岡山
O
一見

ENw
伊
丹

(
H
H
E
)
己
斗
ロ
-

M

ユr向
。
巳
σ♂
云
自
己
。

-
H
E串
ロ
・
白
山
貝

B
R
〉』

NCω
ロ・

令
-
N
g
ロ
-
N
(士
口
野
前
掲
九
六
」
)
と
一
般
的
に
考
え
る
通
説
に
反
対
し

(
F
-
H
2
)
、
ガ
イ
ウ
ス
が
本
手
続
が
予
定
す
る
特
定
の
請
求
の
例
と
し
て
伝

え
る
確
定
金
銭
誓
約
(
問
問
5
5
5
2ユ
自
宮
E
包
括
)
(
の
巳
・
品
、

q
m
H
H
V
R
E仏
E
m
吉田
E
E
5
5
5
a与
え
ロ
♂
巳
』

S
含

Z

E

E
回向。吋

2
R
F
H

E
n
-
a
2・
凹
一
門
戸
丘
一
巾
同
凶
回
目
片
山
『
戸
一
日

E
H
H
L巾
巾

O
』戸
D
L
S
凹門号ロ

-m巳
C口
。
官
庁

H
Z吋
・
:
:
:
』
巳
回
向
島
同
仲
間
町
内
回
目
3
5同日開}内

ω司
O
Z白
O
Z開
、
『
開
宮
阿
国
円
以

Z
H
F
H〉

ω何日山、『巴
μ
叶同

OHNCζ
ロ
〉
HNHWOHUOHN斗
何
回
州
開
〉

H
0・
)
に
は
「
評
価
」
の
必
要
が
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
、
十
二
表
法
に
よ
っ

て
創
設
さ
れ
た
も
の
は
、
審
判
人
ま
た
は
裁
定
人
を
選
択
的
に
申
請
す
る
一
個
の
手
続

(ED【
r
m
a
g
s
で
は
な
く
て
、
確
定
金
銭
誓
約
(
当
初
の
問

答
契
約
が
確
定
金
銭
の
み
を
目
的
と
し
た
こ
と
に
つ
き
対
ロ
ロ
}
丘
一
如
何
U

初
出
∞
U

民
自
2
何回

umHg"
〉』

N
2
z・
ω
一
そ
の
社
会
学
的
背
景
H

広
中
・
村

北法15(3・20)478
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ノレプリア法一名誉法のー問題点

協
七
一
巻
二
号
九
八
頁
註
品
。
な
お
、
誓
約
と
問
答
契
約
の
関
係
は
日
広
中
註
mm
、
吉
野
九
九
以
下
、
小
菅
前
掲
註
臼
)
に
基
く
訴
の
た
め
の
審
判
人
申

請

Z
S
E
F
Z
C
E岳
丘
団
)
と
、
い
わ
ゆ
る
分
割
訴
訟
の
た
め
の
裁
定
人
申
請

e
g
g
-旦
5
ロ
2
R
E
E
)
と
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
(
∞
s
m向日
E
N
P
印w

g
h
F
E・
g
・
5
P
H斗
印
自
・
)
。
「
対
立
」
の
構
想
の
徹
底
か
ら
要
請
さ
れ
て
く
る
こ
の
個
別
化
的
考
察
で
は
、
本
手
続
創
設
理
由
を
通
説
の
よ
う
に
一
般

的
包
括
的
に
求
め
る
(
既
述
)
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
新
し
い
請
求

(RCC)
の
承
認
と
新
し
い
手
続

(
g
C
L
E
m
m
g
L
F
)
の
創
設
と
の
同
時
性
(
回
ア
コ
品
ロ
・

ω
斗
)
と
い
う
仮
説
に
至
っ
て
い
る
。
確
定
金
銭
誓
約
に
つ
い
て
い
え
ば
十
二
表
法
以
前
の
神
聖
金
式
対
人
訴
訟
に
よ
る
そ
の
法
的
保
護
は
否
定
さ
れ
る
わ

け
で
あ
り

a
g
-
-こ
の
仮
説
に
つ
い
て
は
、
結
論
の
み
を
同
じ
く
す
る

P
R
と
N
a
g
-
の
理
由
づ
け
ハ
吉
野
九
九
)
を
反
駁
す
る
に
止
り

独
自
の
そ
れ
は
乏
し
い
が
(
回
口
コ

ω・
ぇ
-HVEm一号山内
Nω
印
)
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
既
述
の
神
聖
金
式
対
人
訴
訟
の
理
解
と
併
せ
て
、
「
夫
々
独
立
の
論
拠
か

ら
立
て
ら
れ
た
推
測
・
仮
説
を
相
互
に
支
え
合
わ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
単
独
の
場
合
以
上
の
説
得
力
を
持
た
せ
る
」
(
片
岡
前
掲
(
註

1
)
八
七
)
立
場
で
あ

る
ー
ー
ー
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
誓
約
の
た
め
の
「
審
判
人
申
請
式
法
律
訴
訟
」
に
よ
っ
て
初
め
て
評
価
的
要
素
の
存
在
し
な
い
厳
正
訴
訟
(
註
ロ
)
と
し
て

の
契
約
債
務

Z
R巾
O
司
ミ
斥
円
四
日
註
問
、
磯
村
前
掲
(
註
ロ
)
四

O
四
も
参
照
〕
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
(
尽
・

5H)
。
他
方
、
不
確
定
物
の
誓
約

す匂・

5
8
E
)
の
方
は
、
評
価
的
要
素
が
不
可
欠
な
ゆ
え
に
、
裁
定
人
の
活
動
領
域
に
属
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
法
的
保
護
は
分
割
訴
訟
な
ど
の

た
め
の
「
裁
定
人
申
請
」
を
モ
デ
ル
と
は
す
る
が
、
「
対
立
」
(
実
体
法
的
に
は
ぽ
凶
対

σ
o
E
E
ι
2・
手
続
的
に
は
}
司
岡
田

R
C
D
対

R
E
E
m戸
円
切
円
-

HN串
)
の
構
想
よ
り
す
れ
ば
(
円
『
-HU口
四
一
吊
お
お
印
「

r
t司
吊

m
n
r
q
E
G
)
、
法
律
に
よ
ら
ず
法
務
官
法
的
形
成
で
あ
る
(
回
同

-
H
2・
M
M
由
)
。
こ
の
点
を
補

充
す
る
の
が
前
出
川
刷
所
述
の
論
拠
で
あ
る
。

ω
右
の
構
想
の
学
説
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
手
続
法
的
な
面
に
お
け
る
〉

S
口
問
芯
の
誠
意
訴
訟
の
仲
裁
慣
行
起
源
論
と
、
実
体
法
的

な
面
に
お
け
る
同

5
Z一
の
誠
意
条
項
「
拘
束
根
拠
」
論
と
を
結
合
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
(
毛

E
門
町
∞
N

3
・

S
H
U
H
u
c
m
-
W
8
N
N白
山
丘
四
円
高

5-

5
合・

5
N
)
0
本
稿
に
関
係
あ
る
限
り
で
〉

E
口問

5u
戸、。町
O
H
B
己
0
8ロ
待
目
。
ロ
ω門
s
z
c
己
主
2
0
0ユ
包
ロ
σ
(
5
ω
E
L
P
わ
ω悶}岡山己

H〈
-
N
3
2
N
)
日
間
R
F
o
g

-
E由
・
私
は
未
見
〉
の
構
想
を
問
。
円
z
r
2
m
N
2・
hFωω
田
-
u

船
田

N
五
七
一
一
一
(
註
五
〉
に
よ
っ
て
略
記
し
て
み
る
と
、
請
求
原
因
表
示
室
8
5
5円ECC)
を

伴
う
方
式
(
例
え
ば
註
日
)
は
、
そ
の
非
論
理
性

l
l請
求
原
図
表
示
は
当
事
者
間
で
も
は
や
争
な
き
事
実
関
係
を
述
べ
る
の
に
対
し
て
、
判
決
部
分

(g守

号
B
E己
C
)

は
当
該
関
係
の
存
否
の
決
定
の
余
地
を
審
判
人
に
与
え
て
い
る
l
lー
よ
り
す
れ
ば
、
起
源
に
お
い
て
は
、
争
な
き
事
実
に
基
き
金
銭
評
価
の

み
を
審
判
人
の
職
務
と
し
て
指
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
(
方
式
末
尾
の
巴
ロ
D=
宮
百
円
山
r
s
-
i
g
は
後
の
時
期
の
附
加
)
と
推
測
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な

方
式
書
が
分
割
訴
訟
の
た
め
の
申
請
式
法
律
訴
訟
の
枠
内
で
成
立
す
る
に
至
る
と
、
名
誉
法
的
訴
訟
で
も
(
勿
論
当
事
者
間
で
事
実
関
係
の
存
存
に
つ
き

合
意
が
あ
る
と
き
に
限
り
〉
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
こ
れ
が
即
ち
誠
意
訴
訟
の
方
式
書
の
起
源
で
あ
る
。
(
こ
の
種
の
方
式
書
成
立
の
一
場
と

北法15(3・21)479 



説

し
て
、
〉
司
自
問
5
の
分
割
訴
訟
に
対
し
て
回
S
思
山
5
-
は
不
確
定
問
答
契
約
訴
訟
を
重
視
す
る
相
違
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
私
に
は
詳
細
不

明
で
あ
る
。
)

(
幻
)
回
円
。
四
m
F
E
H
∞
∞
F
は
、
外
人
告
示
に
お
け
る
担
保
問
答
契
約
方
式
の
方
が
よ
り
進
歩
的
な
内
容
の
も
の
だ
っ
た
(
起
源
に
お
け
る
担
保
問
答
契
約
は

確
定
金
銭
の
み
に
関
し
、
』
ロ
g
z
g
H
g
R
E
の
方
式
(
不
確
定
二
位

7ω
の
誇
例
)
に
達
し
た
の
は
不
確
定
誓
約
が
訴
訟
可
能
に
な
っ
た
後
の
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
の
際
外
人
告
示
が
モ
デ
ル
に
な
っ
た
。
ゆ
え
に
ル
ブ
リ
ア
法
の
立
法
に
と
っ
て
も
同
様
だ
っ
た
)
と
推
測
し
、
註
(
切
円
・
5
寸
口
・
∞
ω
)
で
語
、
一
B

E
E
r
-
H
N
U
B
-
H
V
B
N
2
ω
間
内
部
門

N巾

f
N
2
P
A
S
「
ル
プ
リ
ア
法
が
外
人
告
示
に
言
及
す
る
の
は
そ
こ
に
担
保
問
答
契
約
の
方
式
の
テ
ク
ス
ト
を
見
出
し
え

た
か
ら
に
す
ぎ
ず
、
内
人
掛
法
務
官
は
末
発
生
損
害
に
つ
い
て
は
同
僚
の
告
示
を
参
照
さ
せ
る
こ
で
満
足
し
た
の
だ
ろ
う
」
(
口
早
-
m
∞
2
5
0
3
F
セ
ラ

オ
は
法
務
官
(
外
人
掛
)
と
地
方
市
政
務
官
と
の
間
の
授
権
関
係
に
注
目
す
る
立
場
(
註

Hω
同
)
か
ら
、
方
式
の
言
葉
だ
け
の
借
用
と
い
う
ウ
ラ
サ
タ
の
考

え
方
に
反
対
す
る
。
門
戸
回
自
民
3
0
H
ぐ
列
〉
白
い
お
山
C
E
r
R
告
M
O
∞
P
尽
印

)
lー
を
引
用
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
種
の
方
向
は
問
題
点
B
の
学

説
史
(
註

u
ω
)
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
は
者
一
忠
臣
「
未
見
の
た
め
不
明
。

(

位

)

出

5
m
m
5
5
叶
・
こ
の
主
張
に
賛
成
者
が
い
な
い
(
仏
・
当
E
n
r
q
ω
N
2
・
g
∞
w

印
包
に
・
l
g
N
U
F悶
Z
Z
N
N
白
)
理
由
は
、
個
別
的
な
難
点
l
l
|
註
ぬ

ωω
末
尾
の
指
摘
(
宅
】
g
n
r
R
)
。
註
弘
の
指
摘
(
F
B
Z
片
品
目
)

0

前
註
所
述
の
推
測
が
全
く
仮
設
的
な
る
こ
と
(
巧
宮
口
広
岡
可
ロ
・
日
∞
)
。
い
わ
ゆ
る
「

変
則
」
の
方
式
の
範
囲
(
外
人
の
問
答
契
約
は
、
確
定
内
容
(
口
R
Z
B
)
の
と
き
も
訴
訟
方
式
に
誠
意
条
項
が
つ
く
日
切
8
m
m
E
Z
J
1
口
・
∞
品
)
が
通
説
(
ニ
)

よ
り
も
拡
が
る
こ
と
(
私
見

)
1ー
の
ほ
か
、
四
円
D
m
m
E
が
本
来
は
正
し
い
「
対
立
」
の
構
想
を
十
二
表
法
以
後
と
く
に
キ
ケ
ロ
の
時
期
に
つ
い
ま
で
固

執
す
る
こ
と
(
広
・
巧
昂
R
r
q
ω
N
呂
・
日
S
E
r
f
r
H
N
N
E
C
ω
g
r
F
山
国
自
民
3
0
2
E
σ
ω
)
に
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

(

お

)

円

、

O
B
Z
三
-
N
E
一
「
ル
ブ
リ
ア
法
は
外
人
問
答
契
約
に
直
接
に
効
果
を
与
え
て
は
い
な
い
。
同
法
は
、
外
人
問
答
契
約
か
ら
生
ず
べ
き
効
果
は
同
法
に

先
行
す
る
規
定
に
基
く
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
」
巳
口
巧
E
n
r
F
ω
N
3
・
企
斗
口
「
こ
の
有
名
な
O司
R
R
5
2
『

r
t
r
D
5
2
丘
町
甘
口
一
色
0
5
は
地
方

市
で
な
さ
れ
た
問
答
契
約
(
g
c
E
巴
宮
-
0
2
6
己
主
芯
ロ
ヨ
)
に
基
く
訴
訟
に
直
接
に
関
係
す
る
の
で
は
な
く
て
、
ル
プ
リ
ア
法
に
よ
っ
て
借
用
さ
れ
た
首

都
ロ
オ
マ
の
外
人
告
示
の
な
か
の
担
保
問
答
契
約
方
式
の
諸
要
件
に
関
係
す
る
。
」

(
鈍
)
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
戸
O
B
E
丘二
D
P
岳
・
は
、
ル
ブ
リ
ア
法
の
名
宛
人
た
る
南
ガ
リ
ア
の
新
市
民
の
た
め
に
同
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
擬
制
訴
訟

の
方
式
か
ら
そ
の
そ
デ
ル
に
な
っ
た
訴
訟
方
式
(
即
ち
前
記
の
外
人
告
示
所
掲
問
答
契
約
に
基
く
訴
訟
の
方
式
。
こ
れ
は
擬
制
方
式
の
請
求
表
示
(
』
口
広

告
正
以
下
u

註
叩
)
の
部
分
に
関
係
す
る
)
を
峻
別
し
〈
以
下
の
本
文
)
|
|
・
外
人
告
示
所
掲
問
答
契
約
の
方
式
を
加
え
て
同
法
に
は
都
合
三
箇
の
方
式

が
含
ま
れ
る

l
、
こ
れ
を
混
同
す
る
F
D
四
四
E
F
(
註
辺
対
応
本
文
)
に
も
、
誠
意
条
項
が
同
法
の
擬
制
方
式
以
外
の
何
ら
か
の
訴
訟
方
式
に
属
し
て
い

論

北法15(3・22)480
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た
と
は
考
え
ぬ

p
p
m号
一
三
口
(
註
お
)
に
も
、
反
対
す
る
。

(
お
)
こ
の
論
拠
の
ほ
か
に
、
未
発
生
損
害
担
保
問
管
契
約
の
諸
方
式
(
既
出
註

7
的
)
に
お
け
る
未
発
生
損
害
の
明
示
的
言
及
(
有
国
性
)
か
ら
の
類
推
が
あ

る
い
「
O
B
σ
R
E
N
g・
こ
う
し
た
論
拠
に
基
く
本
文
の
限
定
的
解
釈
の
有
効
な
こ
と
に
つ
き
後
出
本
文

ω
。

(

町

四

)

円

0
5
2
L
H
N
C斗
に
よ
る
外
人
告
示
所
掲
問
答
契
約
方
式
の
再
構
成

HZ(未
発
生
損
害
へ
の
言
及
|
|
註

7
的
第
一
例
の

P
O
L
-
-
-
L
E
E
B
E
5

R
I
l
-
-
に
続
い
て
)
』
巳
L
A
E
L
ι
ω
B
F
9
3
0司
2
5玄
丹
市
出
『
E
m
ゲ

c
z
p
丘
町
FLゆ
門
口
白
仏
m
w
Z
P
B
B
匂

5
2
5
5
1
な
お
同
日
-0項
目
対
到
の

HFHNAF0

1

6巳
L』巳門】

(
D
r
g
B
3
5
)
R
E
F
-
L
ω
詰

F
3
3
0同uc
ユ2
0
3
ュo
T夕、。

z
b舟
ro口同・

(

幻

)

円

O
B
E
H
L戸
(
書
評
日
当
E
n
r
q
ω
N
斗
由
(
回
申
出
回
)
品
。
寸
自
・
山
〉
E
F
E
E
O
H〈
F
P
Z
2
2
8
8斗
自
・
い
の
5
自
己
目
。
河
町
田
(
巴
由
同
)
日
∞
日
出
・
)
は
誠

意
訴
訟
の
起
源
の
研
究
(
司
R
R
戸
ハ
U
3・
〈
一
向
田
g
自

分

z
m
a
E
L
2
r
o
g
-
-
2
2
2
0
Z
2
2
L。
-
F
n
-
2
5
0
F
E巾同『片目。

σog--
ロ
生
命
円
。
コ
E
Z
)

に
お
い
て
、
誠
意
条
項
の
意
味
は
拘
束
根
拠
か
尺
度
か
と
い
う
選
択
的
問
題
提
起
を
な
し
後
者
を
主
張
す
る
が
、
本
文
の
よ
う
な
ル
ブ
リ
ア
法
第
二

O
章

の
新
解
釈
は
こ
の
誠
意
訴
訟
の
起
源
に
関
す
る
独
自
の
構
想
の
強
い
論
拠
に
な
っ
て
い
る
o

既

述

の

穴

E
Z
-
(
関
回
目
同
)
(
ニ
)
・
富
山
主
主
巴
P

岡山
3
m
m
-
2

(
註
鈎
)
と
は
異
り
、
破
廉
恥

(
5
F
E
E
-
原
田
五
九
)
の
観
点
か
ら
出
発
す
る
こ
の
構
想
の
大
要
は
次
の
通
り

H
ω
ム
キ
ウ
ス

(
5
C
2
3・
舟

Oご・

ω-

H

叶w

叶
。
一
後
出
註
お
)
に
始
る
誠
意
訴
訟
の
目
録
に
お
け
る
列
挙
順
序
が
永
久
告
示
録
に
至
る
ま
で
比
較
的
固
定
し
て
い
て
売
買
・
賃
約
が
常
に
最

後
尾
に
位
置
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
よ
り
前
に
あ
る
第
一
群
日
後
見
・
組
合
・
委
任
・
信
託
は
、
キ
ケ
ロ
が
繰
返
し
言
及
す
る
破
廉
恥
の
制
裁
あ
る
不

名
誉
訴
権
の
ゆ
え
に
一
括
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ロ
オ
マ
社
会
国
有
の
信
義
関
係
だ
と
考
え
る
(
な
お
、
社
会
関
係
の
個
別
化
に
お
け
る
「
破
廉
恥
」
の
制

裁
に
注
目
す
る
指
摘
は
既
に
広
中
・
法
協
七
一
巻
三
号
一

O
O頁
註
必
に
あ
る
)
|
l
第
一
群
の
不
名
誉
訴
訟
の
基
礎
に
あ
る
社
会
関
係
が
古
ロ
オ
マ
の

信
義
関
係
に
属
す
る
こ
と
を
推
論
す
る
理
由
と
し
て

F
C
E
g
L
F
可串

P

E
は
、
誠
意
訴
訟
の
ご
群
の
区
別
を
信
義
の
二
類
型
日
同
E
2
d
D
R日
お

よ

び

F
宮
l
℃
円
。
自
由
自
(
「
は
そ
の
著
の
第
一
部
で
こ
の
分
化
過
程
に
つ
き
自
説
を
展
開
し
て
い
る
〉
に
対
応
さ
せ
る
。
し
か
し
当

E
n
r
q
h
F
H品
に
よ
れ

ば
、
信
託
・
組
合
・
委
任
の
信
義
関
係
は
必
ず
し
も
権
力
的
で
は
な
い
(
例
え
ば
原
生
的
組
合

g
n
F
m
S印
ロ
ヨ
ロ
2
5
σ
D口
0
2
5
に
お
け
る
対
等
な
兄
弟

的
関
係
(
広
中
岡
上
註
必
参
照
)
)
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
対
応
に
よ
る
理
由
づ
け
は
摘
当
で
は
な
い
|
|
。

ω誠
意
訴
訟
の
三
群
の
区
別
に
み
ら
れ
る
信
義

(ELg)
の
ご
義
性
に
対
し
て
、
誠
意
(
『
D
S
F山
由
)
の
方
は
、
ま
ず
、
誠
意
訴
訟
(
誠
意
条
項
附
方
式
)
と
い
う
統
一
的
意
味
を
対
照
的
に
も
つ
。
さ

ら
に
、

2

2
常

σ。
ロ
白
の
表
現
は
、
こ
の
方
式
以
外
の
史
料
に
は
存
在
せ
ぬ
ゆ
え
、
先
行
部
分
た
る
』
巳
含
己
仏
念
日

P
8
5
0
H
5
2
2
を
修
飾
し
こ
れ

か
ら
分
離
し
え
ぬ
も
の
、
つ
ま
り
訴
訟
手
続
的
産
物
で
あ
る
。

ωし
た
が
っ
て
、
信
義
と
誠
意
と
の
両
者
の
機
能
は
次
の
よ
う
に
異
る
と
推
測
さ
れ
る
。
即

ち
、
信
義
が
「
拘
束
根
拠
」
で
あ
る
(
円
『
・
戸
。
g
g己
F
g
u
p
h
E
)
の
に
対
し
て
、
誠
意
は
訴
訟
に
お
け
る
審
判
人
の
「
尺
度
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
遡
れ

北法15(3・23)481 



説

ば
、
私
的
仲
裁
慣
行
(
凶
号
号
日
苦
言
旦
印
)
に
お
け
る
紛
争
解
決
基
準
と
し
て
の
、
両
当
事
者
か
ら
は
独
立
し
た
善
人
(
r
c
ロ
E
三
円
・
原
因
三
六
四
の
訳
に

従
っ
て
お
く
。
ロ
『
-
F
o
g
r
R
岳
民
同
ロ
・
品
。
一
回
5
m
m
E
~
H
H
品
H
M
-
∞
)
の
信
義
で
あ
る
(
F
-
S
F
こ
の
解
釈
を
支
え
る
史
料
と
し
て
例
え
ば
前
掲
キ
ケ
ロ
の
』
巳

巴
ロ
門
ゲ
0
5
2
宮
正
E
Z
B
a
H
に
言
及
す
る
H
F
O
B
E
E
-
Z
N
)
|
|
な
お
、
こ
の
点
に
関
聯
し
て
…

ω誠
意
訴
訟
の
事
実
訴
権
に
対
す
る
先
在

性
(
註
打
)
を
主
張
す
る
(
誠
意
訴
訟
の
モ
デ
ル
が
私
的
慣
行
と
し
て
既
に
存
在
し
て
い
る
以
上
、
法
務
官
が
先
に
「
誠
意
」
に
関
係
な
く
新
し
い
訴
訟

を
創
り
そ
の
後
に
そ
の
利
用
に
立
帰
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
H
F
o
s
r
常
任
お
ω
)
O
M
W
誠
意
訴
訟
の
私
的
仲
裁
慣
行
起
源
と
い
う
〉
E
口
問
5
(
註

ωω)

お
よ
び
尽
o
m
m
Z
(
註
ぬ

ω)の
構
想
と
基
本
的
方
向
は
似
て
く
る
が
(
項
目
g
n
r
耳
注
目
)
、
信
義
と
誠
品
目
叫
(
訴
訟
手
続
的
産
物
)
と
を
峻
別
す
る
点
で
異

る
|
|
。

ω法
務
官
に
よ
る
「
誠
意
」
の
訴
訟
へ
の
継
受
の
具
体
的
経
過
と
し
て
は
、
私
的
仲
裁
慣
行
の
な
か
で
両
当
事
者
は
裁
定
人
の
も
と
へ
赴
き
官
丘
-

A
C
広
え
2
5
5
5
含
3
P
8
3
0
3
1
2
2
b
p
r
o
g
を
そ
の
決
定
に
委
ね
る
が
、
こ
の
依
頼
内
容
が
一
つ
の
方
式
と
し
て
慣
行
の
中
で
十
分
に
固

ま
っ
た
と
き
に
法
務
官
が
こ
れ
を
継
受
し
た
の
で
あ
り
(
r
s
o
自
・
)
こ
う
推
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誠
意
訴
訟
に
つ
い
て
の
狭
義
の
告
示
(
船
田

I
二
一

七
)
の
不
存
在
が
理
解
さ
れ
る
(
「
S
H
p
a
)
。
ま
た
、
訴
訟
方
式
の
非
論
理
性
(
註
印
刷
〉
も
理
解
さ
れ
る
(
訴
訟
に
お
い
て
は
、
私
的
仲
裁
慣

行
の
も
と
で
は
存
在
し
て
い
た
両
当
事
者
間
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
合
意
が
も
は
や
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
方
式
の
末
尾
に
巴
ロ
O
ロ
方
向
2

m
r
s
-
2
5
が
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
H
F
・
-
申
N
ロ
ロ
)
。

ωこ
の
法
務
官
的
継
受
の
過
程
の
中
で
誠
意
が
そ
の
機
能
を
変
じ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
う

し
た
構
想
を
支
え
る
有
力
な
論
拠
た
ら
し
め
ら
れ
る
の
が
、
ル
ブ
リ
ア
法
の
誠
怠
条
項
も
問
答
契
約
的
訴
訟
を
基
礎
づ
け
る
も
の
(
拘
束
根
拠
)
で
は
な
く

て
、
未
発
生
損
害
に
関
す
る
外
人
問
答
契
約
の
方
式
に
し
か
存
在
せ
ぬ
「
尺
度
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
解
釈
で
あ
る
(
本
文
)
。

(
お
)
こ
の
場
合
の
極
端
な
結
論
が

ωγ
向
山
問
符
一
巳
口
(
註
お
)
お
よ
び
川
w
p
a
m
E
(
註
辺
対
応
本
文
)
で
あ
る
o

即
ち
、
誠
意
条
項
の
存
在
を
、

ωお
よ
そ
問

答
契
約
に
関
す
る
訴
訟
方
式
(
ル
ブ
リ
ア
法
の
擬
制
方
式
も
合
め
て
日
註
引
き
に
つ
き
否
定
す
る
か
、
、
あ
る
い
は
、

ωす
べ
て
の
不
確
定
問
答
契
約
|
|

信
約
(
外
人
問
答
契
約
)
の
み
な
ら
ず
誓
約
(
ω
吉
田
5
)
も
含
む
|
|
の
訴
訟
方
式
に
つ
い
て
肯
定
す
る
か
に
至
る
一
F
S
F
匹
N
O印
l
白・

(

鈎

)

(

リ

HP
仏

0
0
同
町
・
ω
L叶
L
o
h
m
丘
』
C
H
m
H
口
同
ゲ
0
2
・
2
』
己
L
岳
σ
。
ロ
σ
ω
m
r
E
間
口
ω
』
5
2
H
O
E
-
ρ
-
A
E
L
g
∞
B
2
0
一
P

唱
。
ロ
t
h
o
x
g
E
5
5・

E
B
B
m
W
5
2
5
《
出
向
。
宮
内
包
括
E
C
S
E
r
E
日
常
笠
宮
一
♂
古
』
巳
r
c
m
邑
L
O
古
門
戸
町
一
切
以
目
。
何
回
O
Z
K
F
山
町
田
門
凶
作
同
』
5
σ
o
口
百
口
D
E
E
R
-
ω
C
B
与
え

日
目
白
円
。
一
巳
2
5何
回

L
A
5
2
門
的
白
ユ
5
Z
E
F
ω
c
n
F
O
E
-
r
E
L
F
E
n
-
-
♂
g
m
ロ
【
】
伊
丹
5
・
3
r
5
8
4
宏
君
ロ
岳
g
w
n
C
E
R
E
-
c
g
E
W
f
F
5

〈ユ
B

E
n
-
2
s
g
E
5
m
B
E
H
U
E
r
2
2
ω
間
三
宮
田
E
L
E
M
己
主
5
5
唱
5
2
R
Z
E
』
E
H
S
E
日
】

]
O
H
-
5
5
2凹
巾

E
E
L
-
n
E
B
ロ
可
R
F
』
Z
E
』
5
5
』
5

2
5
Zゆ
古

E
2
Z
3
0ガ
2
R
B
F
(
〔
信
託
の
訴
訟
方
式
中
の
文
言
に
関
連
し
て
〕
し
か
し
「
善
人
」
と
は
誰
か
、
「
よ
き
行
為
」
と
は
何
か
が
重
大
問
題
で
あ

る
。
大
神
官

Q
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
は
、
す
べ
て
「
誠
意
よ
り
し
て
」
の
附
加
あ
る
仲
裁
手
続
(
R
E
E
F
訴
訟
外
の
も
の
h
E
・
民
E
m
2
(
註
初
)
呂
町
m
-
w

5命
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口同・
4
司

-
g仏部門

ωNU15・
g
m
v
p
g・
訴
訟
・

p
o
m
m
E
N
H
M
P
3・
ζω
包
岳
山
口

Z
P
H
)
は
非
常
に
重
要
だ
と
常
に
言
っ
て
い
た
。
「
誠
意
」
の
概
念

は
非
常
に
広
範
に
拡
が
っ
て
お
り
、
社
会
生
活
の
基
礎
た
る
後
見
・
組
合
・
信
託
・
委
任
・
売
買
・
賃
約
の
中
に
存
在
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
訴
訟
に
お

い
て
各
人
が
相
手
方
に
何
を
給
付
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
た
い
て
い
の
場
合
に
は
反
対
訴
権
が
あ
る
か
ら
、
優
れ
た
審
判
人
の
職
務

で
あ
る
、
と
常
に
考
え
て
い
た
。
)

ハ
必
〉
戸
cErσ
円《出

N
O
h
p
p
H
H岱

U
M
O由
・
な
お
、
待
。
同
町

5
5
は
ル
プ
リ
ア
法
と
同
時
期
ま
た
は
直
後
の
四
四
年
。

(

4

)

ロ
ン
パ
ル
デ
ィ
の
限
定
的
解
釈
よ
り
以
前
の
学
説
は
す
べ
て
(
喜
四

E
3
を
除
き
〉
、
問
答
契
約
(
信
約
ま
た
は

l
i回
5
m
m
E
の
極
端
な
説
に
吋

れ
ば
|
|
不
確
定
問
答
契
約
)
の
訴
訟
方
式
に
お
け
る
誠
意
条
項
の
存
在
と
そ
の
後
の
削
除
・
脱
落
と
い
う
ク
ン
ケ
ル
の
考
方
(
既
出
木
文
二

ω)
に
従

っ
て
い
る
が
、

HKOBEH岳

NC由
(
戸
口
由
)
は
こ
の
通
説
の
難
点
|
|
ル
ブ
リ
ア
法
(
四
九
|
四
二
年
)
以
後
の
比
較
的
短
期
間
に
お
け
る
「
脱
溶
」
ー

を
改
め
て
強
調
す
る
o

(
的
制
)
ル
プ
リ
ア
法
の
方
式
(
註
叩
対
応
本
文
)
の
当
事
者
名

ρ
-
r
e
E
5
(被
告

γ
F
-
m
a
E
(原
告
)
を
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提
要
慣
用
の

Z
・

2
m
m正
Eω

〈
被
告
)

w

〉
・
〉
問
。
江
戸
田
(
原
告
)
に
、
擬
制
的
な
♀
0
1
2
2
を
現
実
的
な

D
司
0
0
2
2
に
、
直
し
た
も
の
。
(
必

a
)
前
出
詮

Hω
に
既
掲
。

(
日
制
)
形
式
的
に
み
れ
ば
方
式

ω(一
応
の
推
定
)
と
方
式

ω(結
論
的
推
定
)
と
は
請
求
表
示
(
』
巴
広
告

E
i
-
-・
)
の
部
分
に
つ
い
て
し
か
同
一
で
は
な
い

が
、
方
式

ωに
お
け
る
宮
正
』
己
正
な
る
導
入
の
言
葉
と
〔
一
般
に
不
確
定
訴
権
の
請
求
表
示
に
は
請
求
原
因
の
表
示
が
先
行
す
る
こ
と
に
つ
き
原
田
三

八
八
、
三
九
九
参
照
〕
、

2
2
2
e口一巳
5
5
な
る
明
示
的
言
及
と
か
ら
す
れ
ば
、
外
人
告
示
所
掲
の
未
発
生
損
害
担
保
問
答
契
約
に
基
く
訴
訟
の
方
式

じ
は
方
式

ωの
形
の
よ
う
に
請
求
原
因
の
表
示
(
』
5
ι
:・
)
が
存
在
し
て
い
る
と
結
論
的
に
推
定
し
う
る
(
他
方
、
〔
方
式

ωを
推
定
す
る
出
発
点
に
な
っ

た
〕
ペ
ア
リ
ア
法
の
擬
制
方
式
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
擬
制
た
る
点
で
、
現
実
的
方
式
倒
か
ら
』
ロ
OL---
を
引
継
ぐ
余
地
は
な
い
)
口
巧
F
g長
2
弓・

(川叫〉

m唱
。
ロ
門
目
。
『
巾
の
か
わ
り
に

(EL巾)同
)HOB-2号
。
・
前
出
註
お
。

(
必
)
巧

E
n
r
q
H叶
ロ
・
印
印
(
担
保
問
答
契
約
方
式
の
表
現
一

AEL---
含

B
E
E
F口
E
B
3
t
H
Z
S
Z
2
5
ω

百
円
二
g
g日
間
)
2
5
5
5
含
ユ
号
C
E
2
5
v

(
註

7
ω
)
を
引
用
す
る
〉
。

(
必
)
ミ
(
宮
口
E
H同司巾
2
口
一
戸
同
出
合
ユ
)
L
o
-
cヨ
ρ
5
5
ω
7
5
日

ro目。

ω『
戸
門
戸
ロ
ヨ
宮
巾
町
田
ω凸
ョ
(
註

7
的
、
何
回
目
巾
門
間
一
白
州

8
0
)
実
証
は
き
れ
な
い
が
、
存
在
確
実
と

考
え
ら
れ
て
い
る

H
F
S己
巴
ω
印印
N
口
白
山
国
5
ロ
Lr
伊丹

S
・
a
-
5
8
)仏
E

2

8
印・口『・

(UCF口
問
。
司
・
門
戸
(
註
幻

)HOO-

(

円

引

)

当

E
-
n
r
2
Z
P
き
は
と
]
)
白
m
m
m
g
g円円
-
5
L
g
宮
川
町
立
の
F
5
日
ω
3

と
し
か
引
用
し
て
い
な
い
。
誠
意
条
項
を
担
保
問
答
契
約
方
式
中
の
悪
意
条
項

に
関
連
づ
け
る
点
で
は
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
見
方
(
註
幻
)
に
復
帰
し
て
い
る
が
、
問
題
を
ル
ブ
リ
ア
法
の
擬
制
方
式
の
み
に
お
け
る
現
象
と
し
て
極
限
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説

し
て
考
え
る
点
で
(
後
出
本
文

ω参
照
)
。
古
い
見
方
の
難
点
(
註
幻
)
を
免
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

(
同
日
)
ル
ブ
リ
ア
法
の
考
察
の
枠
内
で
は
傍
論
の
体
裁
を
と
る
こ
の
点
が
巧
弓
円

r
q
の
誠
意
訴
訟
の
起
源
に
関
す
る
構
想
の
基
本
的
部
分
で
あ
り
、
こ
の
誠

意
条
項
「
尺
度
」
論
が
前
出
本
文
刷
の
主
張
に
つ
い
て
も
そ
の
一
般
的
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
構
想
の
大
要
は
次
の
通
り
日
誠
意
条
項
「
尺
度
」
論
に
対

す
る
障
碍
の
一
っ
た
る
誠
意
訴
訟
の
外
人
法
起
源
説
を
ル
ブ
リ
ア
法
の
新
解
釈
(
本
文
)
に
よ
り
却
け
た
後
、
残
る
も
う
一
つ
の
障
碍
、
即
ち
ロ
オ
マ
国
有
の

信
義
が
市
民
法
(
単
な
る
オ
ポ
ル
テ
エ
レ
日
註
凶
)
の
代
り
に
「
拘
束
根
拠
」
に
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
克
服
す
る
。
即
ち
、
誠

意
訴
訟
で
保
護
さ
れ
る
誇
関
係
の
多
数
を
占
め
る
古
ロ
オ
マ
的
信
義
関
係

(ωFHUB-
司五
g〈
冊
子
位

-
E回
目
。
(
巧

E
口
r
R
H
N
ロ・

8
・
N
O
P
E
-
N∞・

8
山

関内田巾
H
ω
N
2・同∞
r
m
・
-
〉
』
M
由
白

mm
・
)
日
註
幻

ωの
後
見
・
古
い
組
合
・
委
任
・
信
託
)
は
非
常
に
早
く
か
ら
宗
教
的
制
裁
を
媒
介
と
す
る
市
民
法
の
保

護

(
g
n
H
E
M
S
E
B
(片
岡
前
掲
八
八

γ
凹
司

D
E
-
D
(吉
野
前
掲
九
九
)
に
よ
る
。
ぇ
・
当

E
口
r
q
N
P
H
S
-
B
E
E
S
-
州
内

5
5一
口
町
・

5
ω
N
∞0
・

B
印
)
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
|
|
後
見
に
つ
い
て
い

R
5
S
E
E
r
g
E
S
Z
E
E
(原
田
三
二
一
、
註
却
の
ク
ン
ケ
ル
に
よ
る
目
録
の
後
尾
)
・
信

託
に
つ
い
て
い
巧

H
g
n
r
R
g
は
訴
権
を
特
定
し
て
い
な
い
(
い
わ
ゆ
る
書
面
方
式
の

R
g
ご《凶

5
5
0
(吉
野
一

O
O以
下
〉
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
の

か
私
に
は
は
っ
き
り
し
な
い
)
。
古
い
組
合
に
つ
い
て

H
R同
H
O
P
E
E
8
月
三
月
巳
ロ
含
♂
白
・

2
5
5口
巳
舎
三
品
戸
邑

0・
委
任
に
つ
い
て
口
推
測
に
止
る
。
以

上

ヨ

2

5

N∞
-
g
u
ω
N
昌
L
E
-
-
Fー
ー
か
ら
、
法
務
官
に
よ
っ
て
誠
意
訴
訟
の
か
た
ち
で
改
め
て
採
用
さ
れ
た
誠
意
の
機
能
は
市
民
法
に
代
っ

て
訴
訟
可
能
性
を
与
え
る
「
拘
束
根
拠
」
で
は
な
く
て
既
存
の
保
護
の
手
続
的
改
革
に
あ
る
(
巧
-

M
∞
豆
、
出
)
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
群
の
諾
成
的
取
引

日
売
買
・
賃
約
(
お
よ
び
新
し
い
組
合
u

広
中
前
掲
一

O
一
註
五

O
)
に
お
い
て
は
第
一
群
に
お
け
る
と
異
り
古
ロ
オ
マ
的
信
義
関
係
は
な
く
(
巧
・

z.

2
p
口
同
)
誠
意
訴
訟
創
設
以
前
の
法
的
保
護
も
諾
成
的
取
引
行
為
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
(
宅
・
ち
)
が
、
こ
こ
で
も
誠
意
の
利
用
は
、

拘
束
根
拠
と
し
て
よ
り
は
む
し
ろ
(
当
・

ω印
)
、
第
一
群
に
お
け
る
と
同
様
な
訴
訟
手
続
上
の
動
機
に
よ
る
(
当
・

ωN・
8)0
こ
の
よ
う
に
起
源
の
呉
る
二

群
の
関
係
を
|
|
ム
キ
ウ
ス
以
来
の
前
記
目
録
富
市
山

ω、
ぎ
の
固
定
性
か
ら
す
れ
ば
恐
ら
く
前
二
世
紀
後
半
に
|
|
統
一
的
な
訴
訟
類
型
(
請
求
原

因
表
示
(
舟

5
0
5可三
5
h
ρ
ロ
ロ
仏
・
:
)
お
よ
び
請
求
表
示
(
宮
門
B
C
G
二
吉
正
A
E
L
含

B
P
3
2
0宮
ユ
2

2
町田母

ro口
白
)
の
点
で
の
誠
意
訴
訟
方
式
の
等

質
性
一
色
・
関
mwRH(関
戸

H
N
F
o
r円「・
)ω
区
)
の
中
に
結
合
さ
せ
た
動
機
は
何
か
と
い
え
ば
、
既
述
の
後
見
で
あ
れ
売
買
で
あ
れ
ど
れ
を
み
て
も
清
算
の
複
雑

な
法
関
係
か
ら
生
ず
る
不
確
定
な
給
付
内
容

(
5
3
H
2
5
)
を
ヨ
リ
柔
軟
に
確
定
す
る
た
め
の
、
審
判
人
の
職
務
の
拡
大
で
あ
っ
た
(
巧
・

ω
p
h匹
S
o
l
l
'

手
続
上
の
革
新
の
観
点
か
ら
し
て
、
巧
・

2
は
誠
意
訴
訟
創
設
の
原
動
力
を
諾
成
契
約
に
求
め
る
見
方
に
消
極
的
で
あ
る
。
|
|
こ
の
よ
う
に
誠
意
訴
訟

の
起
源
は
主
と
し
て
訴
訟
手
続
の
革
新
に
あ
り
誠
意
の
機
能
は
「
尺
度
」
に
あ
る
と
い
う
構
想
の
出
発
点
と
し
て
、
誠
意
訴
訟
の
目
録
の
相
対
的
固
定
と

そ
の
訴
訟
方
の
構
造
の
等
質
性
と
の
対
照
に
注
目
す
る
点
で
、
ま
た
、
こ
の
構
想
の
強
力
な
論
拠
と
し
て
の
限
定
的
な
ル
プ
リ
ア
法
解
釈
の
点
で
(
註
位

論

北法15(3・26)484



ノレブりア法一名誉法のー問題点ー

参
照
)
、
巧
-
g
n
r
q
は
F
2
5
r
ミ
去
の
成
果
を
利
用
し
て
い
る
が
、
他
方
、
こ
れ
と
の
相
違
は
次
の
点
に
あ
る
と
私
に
は
恩
わ
れ
る
二
即
ち
、
的
古
ロ
オ

マ
的
信
義
関
係
に
つ
い
て
は
市
民
法
的
保
護
の
先
在
を
推
測
し
、
誠
意
訴
訟
の
起
源
を
主
と
し
て
既
存
の
法
的
保
護
の
革
新
洗
錬
に
求
め
、
こ
れ
を
通
じ

て
、
同
法
務
官
は
既
に
私
的
慣
行
の
中
で
固
ま
っ
た
手
続
を
モ
デ
ル
と
し
て
初
め
て
誠
意
訴
訟
の
創
設
に
翠
か
れ
た
と
み
る
私
的
仲
裁
慣
行
(
R
r
E佐

官
F
S
S
)
起
源
論
面
B
自
E
-
F
D
B
g
&
C
が
法
務
官
の
イ
ニ
ツ

7

チ
ヴ
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
、
反
対
す
る
(
巧
g
n
r
R
8
・
8
山
ω
N
3
・
白
日
ロ
・

ω
グ
邑
ー
由
ロ
・
ω
タ

hFH斗)。

(
仙
叩
)
巧
g
n
r
R
S
H
信
約
は
通
告
式
法
律
訴
訟
(
一
。
問
E
R
C
C
司

2
8
E
E
5
5
5
H
原
田
二
一
八
四
)
に
よ
っ
て
、
即
ち
擬
制
(
の
巳
-
h
w
ω
プ
註
U
A
)

に
よ
る

単
純
な
畠
2
5
3
(
註
叩
)
に
基
い
て
、
訴
訟
可
能
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
当
局
R
r司

-
R
-
n
F
7
8
2
司

-
E
5
・
印
N
-
印
印
)
で
引
用
さ
れ
る
の
は

民
g
q
ω
N
印
由
・
g
(
こ
こ
で
の
関
白
河
円
は
信
約
の
訴
訟
の
拘
束
根
拠
と
し
て
は
ま
だ
擬
制
の
み
を
考
慮
し
て
い
た
)
お
よ
び
宮
山
立
巳
巳
口
問
P
N
(
註

お
)
の
み
で
あ
る
が
、
図
。
口
同
町
田
n
-
o
H
〈
閉
山
〉
由
w
N
お
の
考
え
方
(
古
い
時
期
に
は
実
体
面
と
手
続
面
と
は
分
離
さ
れ
え
ず
、
市
民
権
の
擬
制
は
実
体
法
の

み
な
ら
ず
訴
訟
手
続
(
-
aぽ

R
巳
D
『
宮
町
宮
)
を
も
外
人
に
拡
大
せ
ざ
れ
ば
不
可
能
と
す
る
)
も
こ
れ
に
近
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

(
叩
)
当
E
n
r
2
5
p
巴
は
「
別
の
解
釈
」
と
し
て
宮
白
色
。
E
ロ
田
山
田
S
m
問
E
H
∞
斗
山
玄
O
N
N
F
一
一
D
H
N
F
を
引
用
す
る
の
み
で
あ
る
の
で
、
問
題
点

B
に

関
す
る
学
説
史
〈
註

U
)
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
私
に
は
不
明
で
あ
る
d
B
m
m
E
(
註
泊
)
に
も
冨
O
N
N
己
申
(
足
-
は
誤
植

?
)
l
1外
人
掛
法
務
官
の
南

ガ
リ
ア
地
域
管
轄
説
(
セ
ラ
オ
〉
に
賛
成
す
る
が
、
未
発
生
損
害
担
保
問
答
契
約
制
度
の
法
務
官
告
示
へ
の
採
用
を
ル
ブ
リ
ア
法
施
行
直
後
に
お
く
。
こ

の
点
で
は
註

uω
の
的
説
に
近
い
が
、
告
示
(
&
円
E
g
)
上
の
制
度
と
し
て
で
は
な
く
と
も
L
2
5
E
E
(
決
定
・
命
令
)
の
か
た
ち
で
の
法
務
官
的
保
護

の
古
さ
を
強
調
す
る
点
で
、
他
方
、
法
務
官
的
保
護
に
は
F
8
8
の
場
合
(
D
吉
田
(
註

Mω
的
参
照
)
の
再
分
類
が
8
5
u
g
『
伊
丹
E
B
お
よ
び
O
吉
田

A
B
L
E
(
H
F
3
5
)
に
な
る
)
が
常
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
と
推
測
し
て
こ
れ
を
法
律
訴
訟
(
『
間
町
田
口
t
o
念
日
E

E円
2
2
)
の
残
存
理
由
と
す
る
点
で
、

ω説
と
は
異
る
。

1
l
h
に
も
反
対
す
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
者
団
R
r
2
-
c
n
-
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